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琉球列島内航空事業規制法の問題点

一
九
六
四
年
六
月
、
従
来
、
琉
球
列
島
内
航
空
に
従
事
し
て
い
た
琉
球
人
に
よ
る
航
空
会
社
が
、
相
手
方
の
航
空
機
チ
ャ
ー
タ
ー

契
約
解
除
に
よ
り
突
然
そ
の
営
業
を
停
止
し
、
代
っ
て
他
の
外
国
会
社
が
乗
り
入
れ
て
く
る
と
い
う
事
態
が
発
生
し
、
こ
の
こ
と
が

琉
球
内
航
空
事
業
に
つ
い
て
多
く
の
政
治
的
、
社
会
的
問
題
を
提
起
し
た
。
本
稿
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
起
っ
た
法
律
的
問
題
即
ち
琉

球
内
航
空
事
業
規
制
法
の
問
題
点
を
整
理
し
、
そ
れ
に
対
す
る
筆
者
の
見
解
を
述
べ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
ず
ロ
に
於
て
戦
．
』

後
の
琉
球
内
航
空
事
業
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
の
中
か
ら
問
題
点
を
整
理
し
、
口
以
下
に
お
い
て
、
各
々
の
問
題
点
の
考
察
を
試
み

一
、
は
じ
め
に

琉
球
列
島
内
航
空
事
業
規
制
法
の
問
題
点

五四三二－
、、、、、 Ｉ
連
邦
航
空
法
と
琉
球
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
Ｉ
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琉球列島内航空事業規制法の問題点

た
。
問
題
点
の
う
ち
、
本
稿
は
主
と
し
て
連
邦
航
空
法
と
琉
球
と
の
関
係
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
琉
球
内
航
空
事
業
規
制
法
の
困

２

難
且
重
要
な
問
題
は
規
制
法
立
法
の
必
要
性
し
」
そ
の
具
体
的
方
法
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
資
料
及
び
研
究
の
不
充
分
な
爲
に
そ
れ

に
対
す
る
見
解
を
述
べ
得
な
い
の
は
誠
に
残
念
で
あ
る
。
た
だ
連
邦
航
空
法
と
琉
球
と
の
関
係
に
関
す
る
考
察
の
中
か
ら
、
事
業
規

制
法
の
必
要
性
と
可
能
性
に
つ
い
て
の
問
題
を
提
起
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
関
係
各
方
面
か
ら
の
御
教
示
に
よ
り
、
今
後
の
研
究
を

続
け
た
い
と
思
い
、
む
す
び
に
代
え
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
筆
者
の
基
本
的
見
解
を
簡
単
に
述
べ
て
お
い
た
。
な
お
、
問
題
が
き
わ

め
て
地
域
的
、
特
殊
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
資
料
が
限
定
さ
れ
て
お
り
筆
者
の
入
手
し
得
た
資
料
で
も
充
分
に
資
料
的
価
値
が
あ

る
と
思
わ
れ
た
の
で
、
本
稿
全
体
を
通
じ
出
来
る
だ
け
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
掲
げ
る
こ
と
に
し
た
。

一
九
五
四
年
、
当
時
、
沖
縄
－
先
島
間
を
飛
ん
で
い
た
米
軍
用
機
を
、
民
間
の
商
業
航
空
に
も
利
用
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
旨
の
陳

情
が
先
胤
住
民
か
ら
な
さ
れ
、
こ
の
頃
よ
り
、
琉
球
内
民
間
航
空
に
つ
い
て
、
関
心
が
よ
せ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
一
、
三
の
民
間

Ｉ８

会
社
よ
り
航
空
運
送
事
業
許
可
申
請
碑
が
、
琉
球
政
府
を
通
じ
民
政
府
に
提
出
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
不
許
可
に
な
っ
た
。
琉
球
政

３

府
も
民
間
航
空
路
の
開
設
を
民
政
府
に
対
し
要
望
し
て
い
た
が
、
一
九
五
五
年
七
月
、
Ｃ
Ａ
Ｔ
社
が
外
資
導
入
免
許
を
得
、
七
月
一
一

４

八
日
初
の
民
間
航
空
機
と
し
て
、
沖
繩
－
先
脇
間
に
就
航
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
琉
球
人
資
本
に
よ
る
、
民
間
航
空
会
社
を
設
立

し
て
、
琉
球
内
航
空
に
従
事
す
べ
き
だ
と
す
る
動
き
は
、
そ
の
後
も
統
き
、
沖
繩
航
空
Ｋ
Ｋ
、
沖
繩
旅
行
社
等
か
ら
免
許
申
諭
が
出

さ
れ
た
。
一
九
五
六
年
六
月
一
一
一
日
民
政
府
よ
り
沖
繩
旅
行
社
に
対
し
先
島
航
空
の
開
設
許
可
が
あ
り
、
六
月
一
六
日
よ
り
同
社
が

５

Ｃ
Ａ
Ｔ
の
航
空
機
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
て
、
先
励
航
空
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
）
」
の
沖
繩
旅
行
社
に
よ
る
先
島
航
空
事
業
の
開

設
に
伴
い
、
琉
球
政
府
は
、
航
空
行
政
上
の
必
要
か
ら
、
主
と
し
て
民
間
航
空
事
業
の
許
可
樅
に
つ
い
て
、
Ⅲ
日
本
航
空
法
の
効
力

二
戦
後
に
お
け
る
琉
球
内
航
空
運
送
事
業
と
そ
の
問
題
点



等
を
併
せ
て
、
民
政
府
に
照
会
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
、
一
九
五
七
年
三
一
月
九
日
付
の
書
簡
は
、

「
琉
球
に
お
け
る
航
空
事
業
に
関
す
る
責
任
は
、
高
等
弁
務
官
に
あ
る
。
琉
球
の
民
間
航
空
に
関
す
る
以
前
の
布
告
ま
た
は
、
日
本
航
空
法
に
つ
い

て
の
い
か
な
る
解
釈
も
適
用
し
な
い
と
考
え
る
。
従
っ
て
民
間
航
空
に
関
す
る
す
ぺ
て
の
事
項
は
、
弁
務
官
の
事
前
の
検
査
と
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」

【
Ｉ

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
）
の
書
簡
以
外
に
、
航
空
事
業
免
許
に
関
す
る
法
令
は
、
何
ら
制
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
九
六

一
年
二
月
に
は
、
当
時
の
ブ
ー
ス
弁
務
官
は
、
立
法
院
の
第
一
八
回
定
例
議
会
に
送
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
中
で
、
琉
球
内
航
空
運
送

事
業
に
関
す
る
立
法
の
不
存
在
を
指
摘
し
、
航
空
事
業
開
発
の
爲
に
は
、
民
間
航
空
の
運
営
に
関
す
る
立
法
制
定
が
必
要
で
あ
る
旨

勧
告
し
て
い
る
が
、
立
法
院
に
お
い
て
も
こ
れ
に
関
す
る
立
法
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、

沖
縄
旅
行
社
が
琉
球
内
航
空
事
業
を
営
む
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
法
令
に
従
い
、
法
令
の
根
拠
に
基
く
弁
務
官
の
許
可
に
よ
り
行
う

点
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
単
に
沖
縄
旅
行
社
よ
り
琉
球
政
府
を
経
由
し
て
民
政
府
に
提
出
さ
れ
た
申
請
轡
に
対
し
て
、
弁
務
官
の
与

魎
え
た
承
認
に
基
い
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
法
令
に
基
づ
か
な
い
単
な
る
弁
務
官
の
事
実
上
の
承
認
に
基

趣
い
て
行
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
爲
に
、
沖
繩
旅
行
社
の
航
空
事
業
を
引
継
い
だ
琉
球
航
空
（
那
網

雛
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
株
式
会
社
琉
球
航
空
部
の
略
称
）
は
、
一
九
六
一
年
一
一
一
月
に
、
琉
球
人
に
よ
る
自
主
運
航
を
目
標
と
し
て
、
琉
球

韓
航
空
に
対
す
る
、
正
式
の
免
許
（
航
路
権
）
の
交
付
を
申
請
し
た
が
、
「
島
内
航
空
事
業
の
許
可
を
め
ぐ
る
米
政
府
内
の
管
轄
権
及

空廓
ぴ
民
間
航
空
法
規
等
と
の
関
係
」
に
つ
き
問
題
が
あ
る
と
し
て
、
免
許
は
与
え
ら
れ
ず
、
免
許
申
請
書
は
、
民
政
府
か
ら
ワ
シ
ン
ト

内
帥

島
く

列
ン
の
関
係
当
局
に
送
付
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

識
こ
の
よ
う
に
、
事
業
免
許
に
つ
い
て
重
要
な
問
題
を
残
し
て
い
た
が
、
琉
球
航
空
の
事
業
そ
の
も
の
は
、
そ
の
後
順
調
な
発
展
を

３

と
げ
、
一
九
六
一
二
年
に
は
、
久
米
島
及
び
与
那
国
線
の
開
設
を
準
備
す
る
ま
で
に
至
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
六
四
隼
六
月
に
Ｃ
Ａ



琉球列島内航空事菜規制法の問題点

T
本
社
よ
-
'
突
然
'
契
約
に
定
め
ら
れ
た
解
約
条
項
に
従
い
'
六
月
三
〇
日
を
以
っ
て
'
航
空
機
の
チ
ャ
ー
タ
ー
契
約
を
解
約
す

ゆ

る
旨
の
通
告
が
届
き
,
琉
球
航
空
は
七
月

1
tE
よ
-
,
事
実
上
航
空
事
業
を
営
み
得
な
く
な
.っ如

二

万
,
ワ
シ
ン
ト
ン
に
本
社
を

有
す
る
エ
ア
･
ア
メ
-
カ
社

(
以
下
A
A
社
と
略
す
る
)
は
'
琉
球
政
府
の
外
資
時
人
委
員
会
に
対
し
'
琉
球
内
航
空
事
業
を
営
む

馬
の
外
資
導
入
免
許
の
申
請
を
な
し
て
い
た
が
'
五
月
二
九
日
に
同
免
許
を
得
'
七
月

1
日
よ
り
'
琉
球
航
空
に
代

っ
て
独
占
的
に

琉
球
内
航
空
に
従
事
す
る
に
至
っ
た
｡
こ
の
こ
と
は
'
外
資
に
よ
る
民
間
企
業
の
圧
迫
で
あ
る
と
し
て
'
政
治
'
経
折
各
方
面
で
開

脚

題
と
な

り

t

A
A
社
に
対
し
て
免
許
を
与
え
た
外
資
導
入
安
貞
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
批
判
が
な
さ
れ
る
1
万
航
空
事
業
の
分
野
で

も
'
琉
球
内
航
空
に
つ
い
て
の
管
轄
柿
の
問
題
'
即
ち
'
琉
球
内
航
空
に
つ
い
て
も
連
邦
の
航
空
機
閲
の
権
限
が
及
ぶ
の
か
'
又
は

弁
務
官
が
こ
れ
を
有
す
る
の
か
'
琉
球
政
府
の
航
空
事
業
に
対
す
る
権
限
は
如
何
な
る
も
の
か
と
い
っ
た
間
道
を
挺
起
し
'
又
'
航

空
関
係
法
規
の
不
存
在
と
連
邦
航
空
法
の
琉
球
へ
の
適
用
の
有
雑
等
が
間
組
と
さ
れ
た
｡

｢
管
帖
権
及
び
米
国
民
間
航
空
法
規
と
琉

球
と
の
関
係
｣
と
い
う
問
題
は
'
琉
球
航
空
等
の
正
式
の
許
可
申
請
が
な
さ
れ
た
時
か
ら
'
常
に
民
政
府
が
'
許
可
を
与
え
得
な
い

理
由
と
し
て
掲
げ
な
が
ら
'
明
確
な
解
答
を
留
保
し
て
い
る
事
項
で
あ
る
が
'
迎
邦
航
空
法
に
赴
き
'
迎
邦
航
空
局

(
F
A
A
)
に

ょ
っ
て
発
行
さ
れ
た
商
業
運
航
者
許
可
沓
(C
om
m
erciat
O
perab

rCeltifia
te
)
を
有
L
t
特
に
.
琉
球
内
航
空
事
菜
を
常

dn
a

む
に
際
し
て
'
同
法
四

二
ハ
節
に
基
き
'
民
聞
航
空
委
員
会

(
C
A
B
)
よ
り
'
同
法
の
経
済
規
止
の
適
用
免
除
を
得
た
A
A
杜
が

⑲

乗
入
れ
た
こ
と
に
よ
り
'
特
に
具
体
的
に
閥
超
と
さ
れ
た
わ
け

で
あ
る
｡
琉
球
政
府
に
お
い
て
も
'
琉
球
内
航
空
事
業
の
安
全
管
理

⑯

や
免
許
等
に
関
す
る
貴
任
の
明
確
化
を
目
的
に
'
航
空
法
立
法
の
準
備
を
な
し
'
十
月
八
日
へ
次
の
諸
点
を
中
心
に
民
改
府
に
照
会

し
た
｡
④
琉
球
内
航
空
事
業
に
使
用
さ
れ
る
航
空
機
及
び
飛

行
場
の
安
全
面
に
つ
い
て
の
管
理
は
'
ど
の
機
関
に
よ
っ
て
な
さ
れ

て
い
る
か
｡
㊥
従
来
航
空
事
業
は
外
資
時
人
審
議
会
の
答
申
を
得
て
琉
球
政
府
が
免
許
を
与
え
た
の
で
あ
る
が
航
空
事
業
の
よ
う
に

公
益
性
の
淡
い
事
業
に
つ
い
て
は
へ
安
全
な
ら
び
に
運
営
に
関
す
る
規
制
が
必
要
で
あ
る
と
軍
っ
が
ど
う
か
｡
こ
れ
に
対
し
て
7
九

4



疏日ＧＩﾐ列島内鰄空事業規制法の問題点

右
の
書
簡
は
、
琉
球
内
航
空
に
つ
い
て
も
米
国
政
府
の
公
布
し
た
民
間
航
空
規
則
の
適
用
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
い
か

な
る
部
分
が
、
い
か
な
る
形
で
（
即
ち
直
接
に
か
又
は
間
接
に
か
）
適
用
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
全
く
明
ら
か
に
し
て
お
ら
ず
、

先
の
管
轄
権
及
び
航
空
規
制
法
規
を
明
確
に
す
る
た
め
の
琉
球
政
府
の
照
会
に
対
し
て
は
充
分
答
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が

、
こ
の
轡
簡
が
航
空
法
（
民
立
法
）
の
制
定
は
適
切
で
な
い
と
し
た
こ
と
に
よ
り
、
琉
球
政
府
の
民
立
法
制
定
の
動
き
も
大
き
な
壁

に
ぶ
つ
か
っ
た
ま
ま
停
滞
し
た
よ
う
で
あ
る
。

５

航
空
機
を
失
っ
た
琉
球
航
空
は
、
他
の
航
空
会
社
と
提
挑
し
て
従
来
の
業
務
を
続
け
る
爲
に
、
Ｃ
Ａ
Ｔ
と
同
じ
く
中
国
籍
の
中
華

六
四
年
十
月
九
日
付
の
書
簡
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

⑪
琉
球
列
島
に
向
け
、
又
は
、
列
島
を
通
過
す
る
運
航
、
及
び
列
島
内
の
運
航
は
、
米
国
政
府
が
公
布
し
た
民
間
航
空
規
則
の
特
定
の
部
分

行
ｇ
Ｈ
ｏ
耳
旨
厭
ご
閂
豚
。
、
旨
の
。
ぐ
】
］
ど
ｎ
用
の
ｍ
巳
島
◎
ロ
ロ
日
日
戸
］
彊
扇
ｇ
耳
昏
③
〔
冒
岸
の
』
印
圃
誌
の
）
ぐ
の
日
日
⑩
己
ｃ
に
従
っ
て
運
航
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
規
則
の
適
用
及
び
施
行
は
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
軍
川
機
の
運
航
が
異
常
に
多
い
こ
と
、
及
び
沖
繩
の
飛
行
情
報

区
が
米
国
空
軍
の
管
理
下
に
あ
る
と
い
う
事
実
の
た
め
に
特
に
必
要
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
更
に
、
米
国
空
軍
の
管
理
下
に
あ
る
那
覇
飛
行
場

が
、
国
際
及
び
列
島
内
航
空
事
業
が
利
用
で
き
る
唯
一
の
飛
行
場
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

②
民
間
航
空
事
業
の
規
制
は
、
非
常
な
危
険
を
伴
い
、
そ
れ
に
従
事
す
る
人
の
高
度
の
経
験
と
訓
練
を
必
要
と
す
る
。
航
空
機
及
び
航
空
従
事
者

の
検
査
及
び
許
可
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
又
そ
の
機
能
を
維
持
す
る
に
は
、
多
額
の
費
用
と
多
数
の
職
員
を
要
す
る
が
、
米
国
政
府
は
、
高
度
な
経

験
と
訓
練
を
識
ん
だ
職
員
を
現
行
法
令
に
よ
っ
て
維
持
し
て
お
り
、
米
国
の
適
切
な
機
関
が
行
っ
て
い
る
機
能
及
び
そ
の
機
関
の
根
拠
法
令
の
郁

分
を
重
複
さ
せ
よ
う
と
考
え
る
必
要
も
理
由
も
存
し
な
い
。

③
軍
民
航
空
活
動
の
分
野
に
お
け
る
合
衆
国
政
府
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
、
こ
の
分
野
の
規
制
及
び
統
制
が
、
合
衆
国
政
府
に
留
保
さ
れ
る
こ
と

を
要
求
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
下
で
は
、
首
題
に
関
す
る
民
立
法
を
公
布
す
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
。
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航
空
公
司
（
Ｑ
ニ
レ
一
円
回
目
・
以
下
Ｃ
Ａ
Ｌ
と
略
す
）
の
飛
行
機
を
チ
ャ
ー
タ
ー
す
る
こ
と
に
し
て
、
Ｃ
Ａ
Ｌ
を
し
て
外
資
導
入
免
６

許
申
請
を
な
さ
し
め
た
。
と
こ
ろ
が
十
一
月
十
五
日
に
開
か
れ
た
合
同
外
資
導
入
審
議
会
の
席
上
、
民
政
府
委
員
か
ら
、
「
琉
球
列

島
内
で
民
間
航
空
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
の
申
請
書
は
ワ
シ
ン
ト
ン
の
連
邦
航
空
局
と
民
間
航
空
委
員
会
の
審
査
を
経
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
旨
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
が
発
表
さ
れ
、
Ｃ
Ａ
Ｌ
の
申
請
に
対
す
る
決
定
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
で
の
審
査
の
後
に
な

り０

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
Ｃ
Ａ
Ｌ
の
申
請
響
は
民
政
府
を
通
じ
て
ワ
シ
ン
ト
ン
に
送
ら
れ
、
そ
の
決
定
を
待
つ
と
い
う
状
態
の
一
）
←
ま

００

現
在
ま
で
、
Ｃ
Ａ
Ｌ
に
対
す
る
外
資
導
入
免
許
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。

Ａ
Ａ
社
は
そ
の
後
、
久
米
島
及
び
南
大
東
、
与
那
国
線
を
開
設
し
、
一
九
六
五
年
七
月
、
先
の
一
年
期
限
付
の
免
除
を
更
に
二
年

延
長
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

以
上
、
戦
後
の
琉
球
内
航
空
事
業
に
つ
い
て
、
琉
球
航
空
の
事
業
停
止
と
Ａ
Ａ
社
の
乗
入
れ
に
至
る
ま
で
の
経
純
と
航
空
事
業
に

対
す
る
琉
球
政
府
及
び
民
政
府
の
書
簡
を
中
心
に
述
べ
て
き
た
が
、
そ
こ
か
ら
次
の
よ
う
な
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
第
一
に
、
琉
球
内
航
空
事
業
に
つ
い
て
は
直
接
こ
れ
に
つ
い
て
規
定
し
た
現
地
法
令
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
民

政
府
の
発
す
る
書
簡
は
琉
球
政
府
に
対
し
て
、
民
政
府
の
見
解
を
伝
え
る
効
果
を
有
す
る
に
す
ぎ
ず
、
法
規
と
し
て
の
拘
束
力
を
持

１０

た
な
い
し
」
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
「
琉
球
列
曲
に
於
け
る
外
国
人
の
投
資
（
外
資
導
入
法
）
」
（
一
九
五
八
年
高
等
弁

務
官
布
令
二
号
）
は
、
非
琉
球
人
が
、
琉
球
列
島
内
に
お
い
て
行
う
事
業
活
動
及
び
事
業
活
動
へ
の
投
資
に
つ
い
て
は
、
琉
球
政

府
行
政
主
席
の
事
前
の
許
可
を
必
要
と
す
る
旨
規
定
し
て
お
り
、
こ
の
規
定
は
、
非
琉
球
人
が
行
う
琉
球
内
航
空
事
業
に
つ
い
て
も

適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
同
法
令
は
、
直
接
航
空
事
業
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
又
琉
球
人
の
行
う
琉
球
内
航
空
事

業
に
つ
い
て
は
勿
論
適
用
さ
れ
な
い
。

第
二
に
、
書
簡
に
よ
っ
て
、
琉
球
内
航
空
事
業
に
つ
い
て
も
、
米
国
政
府
の
公
布
し
た
民
間
航
空
規
則
の
特
定
部
分
の
適
用
が
あ
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る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
法
規
が
、
ど
の
よ
う
な
形
式
で
適
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
何
ら
明
確
に
さ
れ
て

い
な
い
。
第
三
に
、
特
に
琉
球
内
航
空
事
業
の
免
許
及
び
監
督
に
つ
い
て
は
、
ど
の
機
関
が
、
ど
の
範
囲
の
管
轄
権
を
有
す
る
か
に

つ
い
て
、
沖
縄
の
法
的
地
位
と
関
連
し
て
、
米
政
府
内
に
お
い
て
も
明
確
な
統
一
的
見
解
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
現
地
の
民
政
府
及

び
琉
球
政
府
に
於
て
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
未
だ
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。

註
、
一
九
五
四
年
六
月
十
日
、
民
政
府
よ
り
琉
球
政
府
宛
禰
簡
「
航
空
業
務
取
扱
に
関
す
る
陳
惰
蒋
の
鵬
達
に
つ
い
て
」

③
沖
繩
年
鑑
（
一
九
五
九
年
版
）
一
四
○
頁
。
一
九
五
四
年
五
月
一
一
四
日
琉
球
政
府
よ
り
民
政
府
宛
、
同
年
七
月
十
日
、
民
政
府
よ
り
琉
球
政

府
宛
書
簡
、
「
航
空
事
業
許
可
申
請
書
の
進
達
に
つ
い
て
」

③
一
九
五
四
年
十
二
月
二
○
日
琉
球
政
府
よ
り
民
政
府
宛
、
一
九
五
五
年
一
月
二
四
日
民
政
府
よ
り
琉
球
政
府
書
簡
「
民
間
航
空
路
の
開
設
に

③
沖
縄
タ
イ
ム
ス
一
九
五
五
年
七
月
二
九
日

⑤
琉
球
新
報
一
九
五
六
年
六
月
一
三
日
及
び
六
月
一
六
日

⑥
一
九
五
七
年
十
一
月
一
一
五
日
琉
球
政
府
よ
り
民
政
府
宛
樽
簡
「
民
間
航
空
事
業
に
つ
い
て
」
。
琉
球
政
府
は
次
の
よ
う
な
事
項
に
つ
い
て
照

会
し
て
い
る
。
①
沖
縄
－
先
島
間
に
就
航
し
て
い
る
航
空
事
業
は
沖
繩
旅
行
社
に
許
可
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
Ｃ
Ａ
Ｔ
社
が
外
資
導
入
免

許
を
受
け
て
や
っ
て
い
る
の
か
。
②
略
③
民
間
航
空
事
業
の
許
可
梅
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
五
年
米
国
海
軍
政
府
布
告
第
一
号
第
四
項
に
基
き

、
旧
日
本
航
空
法
（
大
正
一
○
年
法
第
五
四
号
）
第
三
五
条
及
び
第
三
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
琉
球
政
府
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
更
に
民
政

府
の
許
可
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
。
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
そ
の
法
的
根
拠
。

、
一
九
五
七
年
一
二
月
九
日
民
政
府
よ
り
琉
球
政
府
宛
書
簡
「
民
間
航
空
事
業
に
つ
い
て
」
琉
球
現
行
法
規
総
覧
第
二
巻
一
九
編
第
九
章
航

(8) 空
二
二
六
一
頁
。

つ
い
て
」

メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
。

７
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⑩
註
⑨
引
用
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
よ
る
と
Ｃ
Ａ
Ｔ
に
よ
る
解
約
に
至
る
ま
で
の
経
緯
は
次
の
通
り
で
あ
る
・

一
九
六
一
一
一
年
九
月
、
琉
球
政
府
か
ら
琉
球
航
空
に
対
し
、
与
那
国
及
び
久
米
島
線
の
開
設
に
雛
え
て
航
空
機
就
航
の
準
備
を
さ
れ
た
い
旨
の
連

絡
が
あ
り
、
同
社
は
同
年
二
月
一
一
一
一
日
書
簡
で
Ｃ
Ａ
Ｔ
に
対
し
、
石
垣
ｌ
与
那
国
の
路
線
延
長
の
意
向
を
伝
え
、
そ
の
協
力
を
要
舗
し
た
・

と
こ
ろ
が
一
九
六
四
年
五
月
六
日
Ｃ
Ａ
Ｔ
社
よ
り
書
簡
が
届
き
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
Ｃ
Ａ
Ｔ
が
入
手
し
た
情
報
に
よ
れ
ば
ハ
ワ
イ
及
び
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
の
航
空
関
係
筋
が
琉
球
へ
の
乗
入
れ
を
企
図
し
て
お
り
、
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
予
想
で
は
、
米
国
の
航
空
会
社
に
対
し
、
現
在
Ｃ
Ａ
Ｔ
に
与
え

ら
れ
て
い
る
よ
う
な
外
資
導
入
免
許
に
よ
る
諸
条
件
の
加
わ
っ
た
免
許
と
は
異
っ
た
大
幅
な
梅
限
を
認
め
ら
れ
た
琉
球
内
航
空
事
業
の
認
可
が

与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
っ
た
場
合
、
Ｃ
Ａ
Ｔ
と
し
て
は
、
こ
れ
と
競
争
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
現
在
の
制
限
付
免
許
で
は
、
路

線
延
長
に
必
要
な
機
材
の
増
強
、
投
下
資
本
の
増
加
等
に
は
安
心
し
て
応
じ
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
路
線
延
長
は
考
噸
で
き
紅
い
」
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
続
い
て
同
雄
六
月
一
一
一
日
Ｃ
Ａ
Ｔ
社
よ
り
一
五
日
の
事
前
通
告
に
よ
る
解
約
を
規
定
し
た
チ
ャ
ー
タ
ー
契
約
第
六
条
の
規
定
に

よ
り
六
月
一
一
一
○
日
を
以
っ
て
解
約
す
る
旨
の
通
告
が
な
さ
れ
た
。

⑪
例
え
ば
琉
球
政
府
立
法
院
は
七
月
二
四
日
「
社
の
外
資
導
入
免
許
撤
回
並
び
に
沖
縄
人
に
よ
る
航
空
事
業
継
続
要
請
に
関
す
る
決
議
」

を
な
し
て
、
関
係
当
局
に
送
付
す
る
と
同
時
に
、
八
月
四
日
に
は
米
国
の
民
間
航
空
委
員
会
に
対
し
て
、
Ａ
Ａ
社
の
免
許
申
請
に
対
す
る
反
対

と
、
琉
球
航
空
の
事
業
継
続
要
舗
を
打
燭
し
て
い
る
。
又
経
営
者
協
議
会
、
金
門
ク
ラ
ブ
等
も
そ
れ
ぞ
れ
弁
務
官
に
対
し
て
抗
議
を
な
し
た
。

民
間
航
空
の
運
航
に
対
す
る
管
理
及
び
規
則
に
関
す
る
立
法
制
定
が
必
要
Ｐ
あ
り
ま
す
。
琉
球
に
運
航
し
て
い
る
外
国
航
空
会
社
の
国
際
空
路

８

の
管
理
と
規
則
は
、
米
国
政
府
機
関
ら
、
外
資
に
関
す
る
布
令
等
に
よ
っ
て
充
分
に
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
グ
ー
フ
イ
ダ
ー
操
従
土
の
み
に
関

す
る
布
令
二
五
号
以
外
に
は
、
民
間
航
空
運
営
に
関
す
る
立
法
も
布
令
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
民
間
航
空
の
安
全
の
み
な

ら
ず
、
公
益
事
業
の
面
か
ら
も
含
む
ぺ
き
で
あ
り
ま
す
（
第
一
八
回
議
会
、
立
法
院
会
議
録
第
一
号
七
頁
）

⑨
那
覇
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
Ｋ
Ｋ
、
「
琉
球
航
空
（
那
覇
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
Ｋ
Ｋ
琉
球
航
空
部
の
略
称
）
に
よ
る
島
内
航
空
事
業
と
ニ
ア
・
ア
メ

リ
カ
の
外
資
免
許
に
つ
い
て
」
一
’
三
頁
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沖
繩
タ
イ
ム
ス
、
一
九
六
四
年
七
月
二
四
・
二
五
日

⑫
連
邦
航
空
法
第
四
一
六
節
⑪
項
は
（
特
定
の
航
空
運
送
琴
秀
百
に
対
し
て
）
同
法
第
四
章
の
経
済
規
定
及
び
そ
の
他
の
規
則
、
命
令
等
の
適
用

を
免
除
す
る
椛
限
を
Ｃ
Ａ
Ｂ
に
対
し
て
与
え
た
規
定
で
あ
り
、
経
済
規
定
の
適
用
が
特
定
の
運
送
業
者
の
行
う
活
動
が
小
規
模
で
あ
り
又
は
特

殊
な
状
況
に
あ
る
た
め
に
、
当
該
業
者
に
と
っ
て
過
重
な
負
担
（
ロ
ロ
昌
局
ｇ
ａ
８
）
と
な
る
場
合
に
は
、
Ｃ
Ａ
Ｂ
は
公
益
に
反
し
な
い
限
り

当
該
業
者
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
い
る
。

⑪
立
法
院
の
抗
蟻
懲
報
に
対
し
て
、
Ｃ
Ａ
Ｂ
は
そ
れ
に
対
す
る
解
答
（
本
文
一
一
四
頁
に
引
用
）
に
そ
え
て
、
Ａ
Ａ
社
が
Ｃ
Ａ
Ｂ
に
提
出
し
た
申

講
脅
及
び
そ
れ
に
対
す
る
Ｃ
Ａ
Ｂ
の
命
令
の
写
し
を
送
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
Ａ
Ａ
社
の
乗
入
れ
の
経
緯
を
知
り
得
る
。
や
や
長

く
な
る
が
、
資
料
的
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
そ
の
要
旨
を
記
し
て
お
き
た
い
。

Ａ
Ａ
社
は
、
沖
縄
乗
入
れ
を
な
す
に
際
し
Ｃ
Ａ
Ｂ
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
申
請
を
な
し
た
。
⑪
Ａ
Ａ
社
が
琉
球
内
航
空
事
業
を
営
む
に
つ
い
て

障
害
と
な
る
限
度
に
お
い
て
、
連
邦
航
空
法
第
四
章
の
経
済
規
定
の
適
用
を
、
同
法
第
四
ニ
ハ
節
Ｂ
項
に
基
き
免
除
す
る
こ
と
。
②
さ
も
な
け

れ
ば
琉
球
内
航
空
に
つ
い
て
Ｃ
Ａ
Ｂ
の
菅
輔
稀
の
放
棄
を
な
す
こ
と
。
右
の
理
由
と
し
て
、
次
の
事
項
を
掲
げ
て
い
る
。

㈹
Ａ
Ａ
社
は
、
デ
ー
フ
ゥ
ニ
ァ
洲
の
法
祁
に
基
い
て
設
立
さ
れ
た
会
社
で
あ
る
。

回
連
邦
航
空
法
一
○
一
節
一
三
項
の
定
義
す
る
合
衆
国
市
民
で
あ
る
。

㈹
Ｆ
Ａ
Ａ
の
発
行
し
た
８
日
日
日
且
色
］
◎
忌
倒
８
円
・
の
日
蝕
（
閣
蔚
を
持
っ
て
い
る
。

□
一
九
六
四
年
五
月
一
一
九
日
、
琉
球
政
府
（
Ｑ
）
ぐ
の
同
日
協
旦
・
玲
昏
①
宛
冒
』
【
旨
目
⑩
一
日
昼
⑩
）
椌
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
。
琉
球
列
島
内
に
お
け

る
林
客
及
び
貨
物
の
定
期
運
送
に
従
事
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
外
資
導
入
免
許
を
有
し
て
い
る
・

鯛
外
資
導
入
の
免
許
に
よ
れ
ば
、
Ａ
Ａ
社
の
提
供
す
る
運
航
は
一
九
六
四
年
七
月
一
日
か
ら
開
始
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て

９

ｎ
Ａ
Ａ
社
が
計
画
し
て
い
る
運
航
は
丁
度
、
洲
内
運
航
（
冒
可
回
凸
甘
厨
◎
月
３
吋
一
目
）
と
同
様
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
Ｃ
Ａ
Ｂ
の

い
る
。



琉球列島内航空顛業規制法の問題点

智
輔
椎
は
及
ば
な
い
。
運
航
は
、
琉
球
列
島
内
に
限
定
さ
れ
、
そ
れ
は
琉
球
政
府
の
轍
限
の
下
で
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
な
運
航

が
過
去
八
年
間
、
那
覇
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
株
式
会
社
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｃ
）
に
よ
っ
て
、
琉
球
政
府
の
橘
限
の
下
で
、
Ｃ
Ａ
Ｂ
の
免
許
や
規
制
を
受

け
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｃ
は
、
Ａ
Ａ
社
が
運
航
開
始
を
予
定
し
て
い
る
一
九
六
四
年
七
月
一
日
を
以
っ

て
そ
の
運
航
を
終
止
す
る
こ
と
に
廷
っ
て
い
る
。

Ⅲ
琉
球
列
島
内
航
空
が
中
断
さ
れ
る
こ
と
江
く
継
続
す
る
こ
と
は
、
琉
球
諸
島
の
経
済
発
展
に
と
っ
て
必
須
な
こ
と
で
あ
る
。
沖
繩
本
島
と

光
島
間
は
海
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
お
り
住
民
は
緊
急
且
使
利
な
輸
送
機
関
と
し
て
航
空
に
依
存
し
て
い
る
。
Ａ
Ａ
社
が
計
画
し
て
い
る
運

航
は
、
琉
球
列
島
に
関
す
る
笹
職
椛
を
有
し
て
い
る
陸
虹
長
官
（
の
８
Ｈ
の
日
ｑ
昌
昏
の
シ
同
日
『
）
に
よ
っ
て
国
家
公
共
の
見
地
か
ら
必
要
な

も
の
だ
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
Ｃ
Ａ
Ｂ
は
、
管
幡
櫓
放
棄
の
申
請
は
却
下
し
た
が
、
経
済
規
定
の
適
用
免
除
に
つ
い
て
そ
の
命
令
書
は
、
右
に
の
ぺ
た
Ａ
Ａ
社

の
主
張
の
要
旨
を
述
べ
た
後
、
適
用
免
除
を
決
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
「
Ａ
Ａ
社
が
計
画
し
て
い
る
よ
う
な
運
航
は
過
去
八
年
間
行
わ
れ
て
き

て
お
り
、
Ａ
Ａ
社
が
七
月
一
日
か
ら
運
航
を
開
始
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
場
合
は
、
運
航
の
中
断
と
い
う
住
民
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
結
果

を
生
ず
る
。
又
Ｃ
Ａ
Ｂ
は
、
国
防
省
よ
り
Ａ
Ａ
社
の
計
画
し
て
い
る
運
航
は
国
家
公
共
の
利
益
の
点
か
ら
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
ア
ド
バ

イ
ス
を
受
け
て
お
り
、
隣
虹
省
の
頂
接
の
管
理
下
に
あ
る
、
合
衆
国
の
属
領
と
し
て
の
琉
球
の
『
一
ニ
ー
ク
唾
地
位
（
昏
の
巨
凰
闇
：
日
：

。
、
昏
の
肉
百
戸
目
』
の
】
也
且
の
⑪
⑭
ｐ
ロ
・
い
附
朋
】
・
口
・
冷
昏
の
目
】
５
９
叩
§
の
“
口
且
の
門
昏
の
巳
引
§
８
具
『
・
］
・
扁
昏
の
・
国
。
”
・
冷
昏
の

②
⑩
Ｒ
９
月
】
。
、
旨
の
胃
Ｂ
己
の
故
に
、
国
防
省
の
要
求
は
充
分
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
結
局
、
Ａ
Ａ
社
の
計

画
し
て
い
る
運
航
が
、
琉
球
列
島
内
航
空
と
い
う
制
限
さ
れ
た
運
航
で
あ
り
、
且
、
琉
球
政
府
に
よ
っ
て
外
資
導
入
免
許
が
与
え
ら
れ
て
お
り

予
定
通
り
の
運
航
開
始
が
住
民
の
利
便
等
か
ら
要
求
さ
れ
て
お
り
、
又
そ
の
特
殊
な
法
的
地
位
の
故
に
国
防
省
の
意
見
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
等
の
事
楠
が
、
Ｃ
Ａ
Ｂ
を
し
て
Ａ
Ａ
社
の
計
画
し
て
い
る
運
航
が
特
殊
な
も
の
で
あ
り
、
連
邦
航
空
法
の
経
済
規
定
を
適
用
す
る
こ

と
は
、
適
当
で
ぷ
い
と
判
断
さ
せ
る
紬
果
と
な
り
、
Ａ
Ａ
社
の
申
鮒
を
認
め
、
適
川
免
除
を
与
え
る
こ
と
に
舷
っ
仁
わ
け
で
あ
る
。
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琉球列島内航空事業規制法の問題点
仰
一
九
六
四
年
九
月
八
日
琉
球
政
府
よ
り
民
政
府
宛
書
簡
「
琉
球
列
島
内
航
空
事
業
に
つ
い
て
」
・
沖
繩
タ
イ
ム
ス
一
○
月
一
七
日

⑮
沖
縄
タ
ィ
ム
ス
、
一
九
六
四
年
十
一
月
十
六
日
、
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
は
そ
の
理
由
を
「
現
在
、
琉
球
政
府
も
米
民
政
府
も
、
琉
球
内
航
空
へ

の
申
請
に
対
し
、
そ
れ
を
評
価
し
得
る
専
門
家
が
い
な
い
た
い
で
あ
る
。
民
間
航
空
局
と
も
航
空
に
関
し
て
は
、
い
く
ら
で
も
優
秀
な
専
門
家

が
い
る
の
で
、
彼
ら
が
審
査
し
た
も
の
を
琉
球
で
も
繰
り
返
す
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
種
い
」
と
述
ぺ
て
い
る
。

⑩
こ
の
Ｃ
Ａ
Ｌ
の
申
請
響
の
ワ
シ
ン
ト
ン
へ
の
送
付
に
つ
い
て
は
、
な
お
次
の
よ
う
な
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
Ｃ
Ａ
Ｌ
の
申
誠
に
対

し
Ｃ
Ａ
Ｂ
か
ら
何
ら
の
返
答
が
な
い
の
で
一
九
六
五
年
七
月
五
日
、
立
法
院
雛
長
名
で
地
元
業
者
に
よ
る
航
空
事
業
の
早
急
な
る
認
可
を
要

識
し
た
と
こ
ろ
七
月
一
六
日
「
Ｃ
Ａ
Ｂ
は
、
事
業
者
の
決
定
に
つ
い
て
は
関
与
し
な
い
。
又
Ｃ
Ａ
Ｂ
は
Ａ
Ａ
社
の
申
鏑
以
外
に
何
ら
他
の
申
舗

を
受
皿
し
て
い
な
い
」
旨
の
回
答
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
立
法
院
で
は
、
民
政
府
が
Ｃ
Ａ
Ｌ
の
申
禰
書
を
ワ
シ
ン
ト
ン
に
送
付
し
て
い
な
い
の
で

は
な
い
か
と
し
て
そ
の
真
否
を
ピ
ー
チ
ャ
ム
公
益
事
業
局
長
に
た
だ
し
た
と
こ
ろ
こ
の
点
に
つ
い
て
は
文
書
で
回
答
し
た
い
と
の
こ
と
だ
っ
た

よ
う
だ
が
、
十
月
八
日
付
で
再
び
Ｃ
Ａ
Ｂ
よ
り
立
法
院
議
長
宛
韓
而
が
あ
り
、
同
書
面
は
、
先
の
七
月
一
六
日
の
蓄
簡
に
つ
い
て
琉
球
に
お
い

て
誤
解
を
生
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
と
し
て
「
Ｃ
Ａ
Ｂ
は
数
ケ
月
帥
に
、
砿
か
に
Ｃ
Ａ
Ｌ
の
提
出
し
た
申
謝
即
ち
琉
球
内
に
お
い
て
、
那
覇
空

港
タ
ー
ミ
ナ
ル
株
式
会
社
と
の
チ
ャ
ー
タ
ー
契
約
に
よ
り
商
業
航
空
運
送
に
従
事
し
た
い
旨
の
申
輔
を
受
取
っ
た
が
、
そ
れ
は
Ｃ
Ａ
Ｌ
が
琉
球

政
府
の
外
資
導
入
合
同
審
議
会
に
提
出
し
た
外
資
導
入
免
許
申
荊
撫
の
写
し
で
の
っ
て
、
専
門
的
意
味
（
即
ち
連
邦
航
空
法
の
規
定
す
る
Ｉ
繁

者
注
）
に
お
け
る
Ｃ
Ａ
Ｂ
に
対
す
る
申
請
（
§
ご
］
】
８
←
】
・
ロ
）
で
は
虻
く
、
従
っ
て
そ
れ
は
正
式
に
受
理
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
単
に
Ｃ
Ａ
Ｂ
の

］
①
侶
酒
］
且
ａ
臘
利
に
提
出
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
実
際
に
Ｃ
Ａ
Ｂ
に
提
出
さ
れ
た
申
請
は
、
Ａ
Ａ
社
の
も
の
だ
け
で

あ
る
」
と
述
ぺ
て
い
る
。
沖
繩
タ
ィ
ム
ス
一
九
六
五
年
七
月
一
一
五
日
、
Ｃ
Ａ
Ｂ
よ
り
の
一
九
六
五
年
七
月
一
六
日
及
び
十
月
八
日
付
、
立
法
院

な
お
、
Ｃ
Ａ
Ｌ
は
そ
の
後
、
Ｃ
Ａ
Ｂ
に
対
し
て
正
式
に
申
誠
祷
を
提
出
し
た
の
か
杏
か
は
、
明
ら
か
で
な
く
、
又
Ｃ
Ａ
Ｂ
の
Ｃ
Ａ
Ｌ
に
対
す
る

免
許
そ
の
他
の
決
定
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

議
長
宛
書
簡
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琉球列島内碗空事業規制法の問題点

一
九
四
四
年
、
シ
カ
ゴ
に
お
い
て
締
結
さ
れ
た
国
際
民
間
航
空
条
約
（
Ｃ
・
ロ
蔚
目
目
・
貝
目
筋
目
目
・
口
旦
Ｑ
ａ
］
シ
『
〕
島
：
）

は
、
「
締
約
国
は
、
各
国
が
そ
の
領
域
上
の
空
間
に
於
て
、
完
全
且
つ
排
他
的
な
主
権
（
８
日
己
］
の
前
脚
目
の
〆
。
旨
の
】
；
の
Ｃ
吊
昂
，

］
悟
辱
）
を
有
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
」
（
第
一
条
）
と
規
定
し
、
国
家
が
そ
の
領
空
に
つ
い
て
排
他
的
な
絶
対
主
権
を
行
使
す
る

権
利
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
領
空
に
対
す
る
国
家
の
主
権
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
各
国
が
他
国
の
航
空
機
の
自
国
の
領
域
に
お

け
る
飛
行
な
い
し
領
域
に
お
け
る
着
陸
を
許
可
す
る
か
否
か
、
ま
た
そ
の
条
件
を
い
か
に
す
る
か
は
、
全
く
そ
の
国
の
自
由
意
思
に

委
ね
ら
れ
て
お
り
、
領
海
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
無
害
航
空
（
目
：
８
日
ロ
鯉
朋
侭
の
）
と
い
っ
た
一
般
国
際
法
上

（
１
）

の
制
限
も
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
領
空
に
対
す
る
国
家
の
絶
対
主
権
を
前
提
と
し
て
、
各
国
は
、
国
際
航
空
に
必
要
な

空
の
自
由
を
確
保
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
「
国
際
航
空
業
務
通
過
協
定
「
（
官
誌
且
農
。
：
］
巴
吋
の
①
Ｈ
ａ
８
ｍ
目
Ｈ
目
の
拝
画
噴
厭
‐

（
２
）

日
目
ｃ
に
よ
っ
て
、
無
害
航
空
の
自
由
及
び
テ
ク
ニ
カ
ル
・
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
の
自
由
の
一
一
つ
の
自
由
を
「
国
際
航
空
運
送
協
定
」

（
甘
誌
目
：
。
：
］
少
時
早
目
の
己
日
日
唱
吊
【
吊
日
）
に
お
い
て
、
前
記
二
つ
の
自
由
の
他
に
商
業
航
空
権
を
保
証
す
る
一
一
一
つ
の
自

（
３
）

由
を
認
め
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
通
過
協
定
の
方
は
多
く
の
国
が
受
諾
し
た
が
、
運
送
協
定
は
ほ
と
ん
ど
の
国
が
受
諾

せ
ず
、
多
数
国
間
条
約
に
よ
る
商
業
航
空
の
自
由
の
確
保
は
成
功
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
現
在
は
、
商
業
航
空
の
自
由
は
、
そ
れ
に

必
要
な
諸
国
と
の
一
一
国
間
条
約
の
方
式
で
個
別
的
に
確
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
国
際
航
空
業
務
に
関
す
る
一
一
国
間
条
約

は
、
相
互
主
義
の
原
則
に
基
き
、
各
締
約
国
は
他
方
の
締
約
国
に
対
し
て
、
特
定
路
線
に
お
け
る
国
際
航
空
運
送
業
務
に
必
要
な
諸

権
利
を
許
与
す
る
も
の
と
し
、
条
約
に
お
い
て
各
領
域
内
の
地
点
及
び
中
継
地
点
を
特
定
す
る
と
い
う
方
式
に
よ
る
の
が
一
般
で
あ

⑰
赤
嶺
義
信
「
琉
球
統
治
基
本
法
」
琉
大
法
学
霞
二
号
九
一
頁

三
、
国
際
航
空
条
約
に
お
け
る
沖
繩
の
地
位

1２



琉球列島内航空事英規制法の間膚点

(4
)

る
｡日

米
航
空
協
定

(
正
式
に
は
'
日
本
国
と
ア
メ
-
カ
合
衆
国
と
の
間
の
民
間
航
空
運
送
協
足

(C
iv
it
A
ir
T
ransport
Ag
籍
･

m
ent
betw
een
Ja

pa
n
and
th
e
U
n
ited
State
s
)
は
'
そ
の
附
表
に
よ
っ
て
定
め
る
路
線
に
お
け
る
国
際
航
空
業
務
を
開

設
す
る
た
め
に
必
要
な
権
利
を
相
手
国
の
指
定
す
る
航
空
企
業
者
に
許
与
す
る
も
の
と
し
て
お
り

(第
三
条
)
'
附
表
に
お
い
て
'

三
つ
の
路
線
を
定
め
て
い
る
が
'
束
京
-
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
'
東
京
-
シ
ア
ト
ル
と
並
ん
で
'
束
京
-
沖
縄
間
が
日
米
の
航
空
路

線
と
し
て
指
定
さ
れ
て
お
り
'
沖
縄
は
､
米
国
の
領
域
と
し

て
取
扱
わ
れ
て
い
る
｡
但
し
'
東
京
-
沖
縄
間
に
つ
い
て
は
特
に

(
注
)
を
附
し
'

｢
こ
れ
ら
の
路
線
を
許
与
す
る
に
当
り
'
各
締
約
国
は
'
ア
メ
-
カ
合
衆
国
が
沖
縄
に
対
す
る
行
政
'
立
法
及
び

司
法
上
の
権
利
を
行
班
し
て
い
る
根
拠
た
る

一
九
五

1
印
九
月
八
日
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
署
名
さ
れ
た
日
本
国
と
の
平
和
条
約

第
三
条
の
規
定
を
了
知
す
る
も
の
で
あ
る
｣
と
規
定
し
て
い
る
｡
同
協
･34
は
第
二
条
C
項
に
お
い
て

｢
故
域
｣
の
恵
魂
に
つ
い
て
'

｢
そ
の
国
の
主
権
'
宗
主
権
'
保
範
又
は
信
託
統
治
の
下
に
あ
る
陸
地
及
び
こ
れ
に
隣
接
す
る
禎
水
を
い
う
｣
と
規
定
し
て
お
り
'

こ
の
定
義
は
'
国
際
民
間
航
空
条
約
の
定
め
る
債
域
の
意
義

(
同
条
約
第
二
条
)
と
全
-
同

1
で
あ
り
'
従

っ
て
国
際
民
間
航
空
に

お
け
る
鎖
域
の
意
義
で
あ
る
と
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
'
周
規
定
に
照
ら
し
て
'
沖
縄
が
日
米
い
ず
れ
の
国
の
領
域
に
屑
す
る

か
を
決
定
す
る
に
つ
い
て
は
'
平
和
条
約
弟
三
条
に
基
-
米
国
の
施
政
梅
が
き
わ
め
て
特
異
な
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
多
7､
の
髄

間
が
存
し
'
そ
の
馬
に
特
に

(
注
)
に
よ
っ
て
'
沖
縄
に
対
す
る
米
国
の
施
政
権
を
確
認
し
'
沖
縄
鎖
空
に
対
す
る
米

国

の
極

(5
)

刺

(
一
方
的
管
理
権
)
を
認
め
た
も
の
だ
と
解
さ
れ
る
｡

日
英
航
空
協
定
に
お
い
て
は
'
沖
縄
は
三
つ
の
路
線
の
中
に
'
束
京
-
大
阪
-
福
岡

-
沖
純
と
し
て
'
日
本
側
の
鎖
域
と
し
て
指

定
さ
れ
て
い
る
が
'
交
換
公
文
に
お
い
て
'

｢英
国
は
'
沖
縄
に
お
け
る
行
政
上
'
立
法
上
及
び
司
法
上
の
権
能
が
日
本
国
と
の
平

和
条
約
弟
三
条
に
基
き
当
分
の
間
沖
縄
に
お
け
る
合
衆
国
当
局
に
帰
属
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
が
'
そ
の
承
認
は
'
沖
縄
に
対
す
る

13



琉球列島内航空事業規制法の問題点

残
存
主
権
に
つ
い
て
日
本
国
が
有
す
る
請
求
権
を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
、
沖
縄
の
地
位
の
特
異
性
及
び
米
国
の
沖
繩
に

対
す
る
権
限
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
一
国
間
条
約
に
お
い
て
は
、
沖
繩
に
つ
い
て
、
そ
の
領
土
に
関
す
る
特
異
性

を
認
め
る
と
同
時
に
、
沖
繩
の
領
空
に
対
す
る
米
国
の
権
限
を
承
認
す
る
と
い
う
取
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
。

従
っ
て
沖
縄
領
空
の
通
過
及
び
乗
入
れ
に
つ
い
て
は
、
国
際
航
空
法
上
、
米
国
の
許
可
を
要
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
限

（
６
）

り
で
沖
縄
は
米
国
の
領
域
に
属
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

注
⑪
、
高
田
桂
一
「
空
法
概
論
」
三
一
一
一
頁
、
池
田
文
雄
「
国
際
航
空
法
概
論
」
三
七
頁
、

②
、
無
害
航
空
の
自
由
と
は
、
締
約
国
の
領
空
を
無
着
陸
で
飛
行
す
る
特
権
で
あ
り
、
テ
ク
ニ
カ
ル
、
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
自
由
と
は
、
運
輸
以
外

の
目
的
で
藩
陸
す
る
特
梅
潅
い
う
。
高
田
、
前
掲
三
七
、
頁
池
田
、
削
掲
四
十
頁
切
冒
○
百
８
曲
巳
扇
冒
司
・
自
己
厨
『
日
蝕
・
日
］
管
制
日
日

③
三
つ
の
自
由
と
は
⑩
自
国
内
で
積
み
込
ん
だ
旅
客
、
貸
物
ま
た
は
郵
便
物
を
締
約
国
で
あ
る
他
国
で
樹
み
お
ろ
す
特
権
（
第
三
の
自
由
）

②
他
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
自
国
宛
の
怖
客
、
貨
物
ま
た
は
郵
便
物
を
積
み
込
む
時
梅
（
第
四
の
自
由
）
、
③
第
三
国
領
域
か
ら
く
る
腕

客
、
貸
物
、
郵
便
物
を
積
み
お
ろ
す
特
梅
、
及
び
第
三
国
領
域
宛
の
旅
客
、
郵
便
物
、
貨
物
を
積
み
込
む
特
権
（
第
五
の
自
由
）
で
あ
る
。
高

田
、
前
掲
、
三
八
頁
。
池
田
、
前
掲
四
三
頁
、
切
目
Ｑ
】
の
局
》
・
ロ
・
鼻
・
己
己
⑪
ｌ
旨

い
高
田
、
前
掲
、
三
八
頁
。
池
田
、
前
掲
四
三
頁

⑤
な
お
、
参
艤
院
外
務
委
員
会
に
お
い
て
、
「
附
表
中
、
日
本
国
ｌ
沖
繩
間
を
両
国
の
路
線
に
戦
せ
、
且
つ
、
沖
繩
に
対
す
る
米
国
の
一
方
的

管
理
梅
を
了
知
す
る
旨
の
註
を
附
し
た
こ
と
は
、
日
本
国
の
主
織
を
主
張
す
る
の
に
不
利
で
は
な
い
か
と
の
質
問
に
対
し
、
両
国
平
等
の
地
歩

で
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
旨
の
答
弁
が
あ
っ
た
」
こ
と
が
外
務
委
員
長
よ
り
報
告
さ
れ
て
い
る
。

⑥
、
こ
の
よ
う
に
、
国
際
航
空
の
．
際
の
取
扱
い
に
お
い
て
は
、
条
約
に
よ
り
沖
縄
領
空
に
対
す
る
禰
限
は
、
米
国
が
有
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
が
、
沖
繩
の
地
位
の
特
異
性
の
故
に
、
理
論
的
に
は
な
お
検
討
す
べ
き
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
沖
繩
ｌ
東
京

ロ

;』
風

ｴ４



点
前
述
の
通
り
、
国
際
航
空
の
面
に
お
い
て
は
、
沖
繩
領
空
に
対
す
る
権
限
は
米
国
に
属
し
て
お
り
、
沖
繩
に
乗
り
入
れ
る
に
つ
い

艫
て
は
、
米
国
連
邦
航
空
法
に
従
い
、
民
間
航
空
委
員
会
（
Ｑ
己
］
雷
ｗ
８
目
巨
［
〕
８
国
ｏ
ｐ
ａ
以
下
Ｃ
Ａ
Ｂ
と
略
す
）
の
免
許
を
必
要

麺
と
し
、
そ
の
限
り
で
、
同
法
が
沖
縄
領
空
を
通
過
し
又
は
沖
繩
に
乗
り
入
れ
る
航
空
機
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
・
し
か

制規
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
、
琉
球
内
航
空
に
関
し
て
も
同
法
の
適
用
が
あ
る
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
何
故
な
ら
ま
ず

業饗
第
一
に
、
琉
球
に
同
法
の
適
用
が
あ
る
の
は
、
日
米
航
空
協
定
そ
の
他
の
国
際
条
約
に
よ
り
、
国
際
航
空
の
面
に
於
い
て
、
琉
球
が

噸
米
国
の
領
域
と
し
て
の
取
扱
い
を
受
け
る
か
ら
で
あ
り
、
琉
球
内
航
空
は
国
際
航
空
に
属
し
な
い
か
ら
、
条
約
の
直
接
の
規
律
対
象

鵡
で
は
な
く
、
従
っ
て
、
こ
れ
に
同
法
の
適
用
が
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
同
法
自
体
に
つ
い
て
、
特
定
の
地
域
内
に
お
け
る
航
空
が
如

濟
何
な
る
取
扱
い
を
受
け
て
い
る
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、
琉
球
が
米
国
の
領
域
と
さ
れ
る

場
合
で
も
、
平
和
条
約
第
一
一
一
条
の
下
に
お
け
る
琉
球
の
法
的
地
位
が
き
わ
め
て
特
異
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
連
邦
航
空
法
を
含
め

側
の
運
航
は
、
日
本
側
に
と
っ
て
、
日
本
の
エ
ア
、
カ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
に
な
ら
な
い
か
、
あ
る
い
は
国
際
航
空
に
な
る
の
か
、
更
に
沖
繩
Ｉ
サ
ン

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
間
の
運
航
は
、
米
国
に
と
っ
て
米
国
の
エ
ア
、
カ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
か
否
か
と
い
う
間
題
だ
と
思
う
。
エ
ア
、
カ
ポ
タ
ー
ジ
ュ
に
つ

い
て
充
分
な
研
究
を
し
て
お
ら
ず
、
問
題
の
提
起
の
み
し
か
な
し
得
な
い
が
、
実
際
に
は
例
え
ば
国
内
線
の
み
に
従
事
す
ぺ
き
、
全
日
空
が

沖
繩
に
乗
り
入
れ
て
お
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
今
井
航
空
局
長
は
、
「
協
定
上
は
米
国
の
施
政
権
下
に
あ
り
、
航
空
路
も
国
際
線
だ
が
、
実

際
に
は
、
日
本
政
府
が
潜
在
主
梅
を
も
っ
て
い
る
。
従
っ
て
沖
細
も
ロ
ー
カ
ル
線
な
み
に
考
え
て
い
る
」
（
沖
縄
タ
イ
ム
ス
一
九
六
四
年
○

月
○
日
）
と
述
ぺ
て
い
る
し
、
又
、
米
国
の
民
間
航
空
局
は
、
沖
縄
ｌ
ホ
ノ
ル
ル
、
沖
縄
ｌ
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
間
の
運
送
は
、
日
本
が
運
航

出
来
な
い
米
国
の
エ
ア
、
カ
ポ
タ
ー
ジ
ュ
に
属
す
る
も
の
と
の
見
解
を
と
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
国
ｐ
Ｑ
５
ｐ
閃
》
。
ご
》
◎
拝
・
日
＆

四
、
米
国
連
邦
航
空
法
（
同
ｍ
ｅ
の
吋
巳
少
ぐ
冒
冨
。
ｐ
し
。
【
・
【
］
①
認
）
と
琉
球

ﾕ５



琉球列島内航空事業規制法の問題点

て
、
連
邦
法
秩
序
の
下
で
琉
球
が
米
国
の
領
域
の
中
で
如
何
な
る
地
位
を
占
め
る
か
に
つ
い
て
は
、
未
だ
充
分
に
明
確
に
さ
れ
て
お

ら
ず
、
連
邦
航
空
法
の
琉
球
内
航
空
に
対
す
る
適
用
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
沖
繩
の
法
的
地
位
と
の
関
連
に
お
い
て
、
直
接
同
法
の

規
定
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

連
邦
航
空
法
第
一
○
一
節
は
多
く
の
定
義
規
定
を
置
い
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
同
法
の
適
用
範
囲
も
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
左
に
適
用
範
囲
に
つ
い
て
の
関
連
規
定
を
列
挙
す
れ
ば
、
ま
ず
同
法
で

「
航
空
運
送
」
（
臼
Ｈ
可
日
脇
目
Ｈ
甘
口
：
）
と
は

い
州
際
航
空
運
送
（
百
蔽
励
薗
誌
＆
同
斤
日
ロ
の
ロ
日
甘
感
目
）

②
海
外
航
空
運
送
（
○
忌
門
開
閉
日
Ｈ
向
日
厨
９
ｈ
国
感
目
）

③
外
国
航
空
運
送
（
句
。
且
の
唱
岸
巴
甸
可
凹
月
弓
Ｈ
は
。
ｐ
）

を
指
し
、
州
際
航
空
運
送
と
は

⑪
州
（
コ
ロ
ン
ビ
ア
地
区
を
含
む
）
と
州
と
の
間
（
席
庁
司
冊
ロ
ロ
ロ
］
回
８
官
目
員
の
甘
前
・
命
昌
の
ご
凰
汀
』
の
薗
芹
研
．
日
岳
の

目
切
吋
】
。
：
【
８
盲
目
ワ
同
》
色
目
脚
ご
］
四
８
旨
自
国
◎
岳
の
託
の
圃
前
。
［
岳
の
ロ
日
誌
』
の
薗
冠
の
》
。
Ｈ
庁
蔚
目
②
Ｈ
Ｒ
Ｃ
（

②
州
外
の
上
空
を
通
る
同
一
州
間
（
国
：
ョ
⑦
の
口
ご
－
回
。
の
、
甘
岳
の
⑪
旬
日
の
⑩
国
前
ｏ
帛
岳
の
ご
ロ
辱
巴
の
国
庁
の
⑩
（
冒
○
巨
碆
岳
の

囚
】
円
の
勺
四
。
①
◎
ぐ
の
Ｈ
四
口
目
ｂ
－
ｍ
ｏ
の
◎
臣
（
⑩
】
』
の
→
丘
の
Ｈ
の
。
【
）

③
同
一
の
準
州
又
は
同
一
の
属
領
間
又
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
区
間
（
す
の
ゴ
ョ
⑦
の
ロ
ロ
一
ｍ
８
の
甘
昌
の
＄
日
の
目
の
月
芹
。
ご
◎
Ｈ

ご
○
の
②
の
伽
の
〕
○
口
。
【
爵
の
ご
目
前
□
の
口
→
の
．
◎
Ｈ
ｇ
の
□
】
の
す
】
○
芹
。
【
○
．
盲
目
亘
口
）

で
あ
り
、
「
海
外
航
空
運
送
」
と
は

ロ
厨
吋
】
９
．
一

○．』巨円ロワ酔い）

1６



琉球列島内航空事業規制法の問題点

以
上
の
定
義
規
定
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
概
念
は
９
冊
。
閨
◎
口
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
即
ち
、
合
衆
国
の
忌
閉
の
＄
】
目
に
含

ま
れ
る
地
域
は
、
連
邦
航
空
法
が
予
定
す
る
「
合
衆
国
内
」
に
含
ま
れ
て
く
る
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
同
一
ご
Ｂ
冊
過
日
内
の
航

空
は
、
同
一
準
洲
内
の
航
空
と
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
州
際
航
空
の
概
念
に
含
ま
れ
、
従
っ
て
連
邦
航
空
法
の
直
接
の
適
用
を
受
け
る

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
貝
亜
獺
圏
目
の
概
念
は
同
法
の
規
定
に
よ
っ
て
も
充
分
に
明
確
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
特
定

の
地
域
が
ご
吊
冊
脇
〕
目
と
さ
れ
る
か
否
か
は
、
同
法
自
体
に
よ
っ
て
は
、
終
局
的
に
決
定
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
領
域
に
関
す
る
他

（
１
）

と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

合
衆
国
の
一
地
点
か
ら
合
衆
国
外
の
他
点
（
四
℃
］
色
８
甘
岳
の
［
百
】
蔚
旦
の
厨
蔚
の
日
己
自
国
己
］
四
８
．
具
の
〕
８
岳
の
儲
Ｃ
Ｄ

で
あ
る
。
又
同
法
で
「
合
衆
国
」
Ｓ
具
汀
Ｑ
の
甘
誌
印
）
と
は
領
海
及
び
領
空
を
含
む
①
諸
州
②
コ
ロ
ン
ビ
ア
地
区
③
諸
準

州
及
び
属
領
（
岳
の
隅
忌
日
］
の
［
具
研
・
［
訂
日
切
日
３
．
，
８
］
巨
日
ワ
菌
・
日
］
旦
夢
の
冊
忌
日
］
忌
日
庁
・
国
８
日
己
已
畷
冊
‐

巴
。
５
．
，
岳
の
〔
目
且
の
圃
厭
昌
旨
・
］
且
甘
頗
岳
閂
の
月
涛
◎
凰
囚
］
司
画
前
勗
日
己
岳
の
。
；
号
】
□
ぬ
巴
励
圃
８
讐
臼
８
ｍ
）

を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
、
「
属
領
」
と
は

⑩
運
河
地
帯
（
２
局
］
５
局
）

②
他
の
す
べ
て
の
属
領
（
“
］
］
・
岳
の
扇
９
冊
の
圏
目
）

⑩
州
又
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
地
区
と
準
州
又
は
属
領
間
（
閃
の
ゴ
ヨ
⑦
目
色
ご
］
餌
８
旨
自
国
②
→
目
の
。
【
岳
①
ロ
昌
一
の
口
の
圃
芹
の
⑪
。

日
昌
の
□
】
切
旬
】
◎
→
ｏ
ｍ
ｏ
ｏ
］
ロ
日
こ
り
囚
ロ
ロ
ロ
ロ
ヨ
ロ
］
四
８
甘
回
目
ぴ
月
影
ｏ
ｑ
Ｃ
Ｈ
ご
◎
②
ｍ
の
②
の
〕
。
ｐ
＆
夢
の
ご
日
甘
□
の
国
庁
の
の
）

②
或
る
準
州
又
は
属
領
と
他
の
準
州
又
は
属
領
間
（
す
の
ヨ
『
の
８
回
ご
］
；
の
甘
回
目
の
ｑ
】
Ｓ
ｑ
Ｒ
ご
○
閉
①
、
⑩
』
。
■
。
【
夢
の

ロロ岸⑦ｇの甘芹ののど四目』回ご］“Ｂ甘口ロョ。＆のＨ目の月簿○吋『。Ｈ己。②、の⑳の」ｏｐＣｍ＆の□目】｛の。の日（の②）
「
外
国
航
空
運
送
」
と
は
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琉球列島内航空事業規制法の問題点

の
法
令
や
、
判
例
等
に
よ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
琉
球
内
航
空
に
対
し
て
同
法
の
適
用
が
あ
る
か
否
か
は
、
平
和
条
約
第
三

条
の
下
で
琉
球
領
域
が
、
米
国
の
領
域
と
し
て
如
何
な
る
地
位
を
有
す
る
か
、
換
言
す
れ
ば
、
平
和
条
約
第
三
条
に
よ
っ
て
琉
球
が

米
国
の
Ｃ
昂
別
冊
ご
ロ
と
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
２
）

平
和
条
約
第
三
条
の
下
に
お
け
る
琉
球
及
び
琉
球
住
民
の
地
位
に
つ
い
て
は
国
際
法
上
も
議
論
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
米

（
３
）

国
国
内
法
秩
序
の
下
に
お
い
て
も
、
不
確
定
な
暫
定
的
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
合
衆
国
憲
法
上
、
領
土

に
関
す
る
規
定
及
び
規
則
を
制
定
す
る
権
限
は
連
邦
議
会
に
あ
り
（
合
衆
国
憲
法
第
四
条
第
三
節
第
二
項
）
、
条
約
に
よ
っ
て
取
得
さ

（
４
）

れ
た
領
土
の
連
邦
へ
の
編
入
は
普
通
連
邦
議
会
に
よ
る
立
法
措
置
に
伴
っ
て
生
ず
る
。
し
か
し
な
が
ら
琉
球
統
治
に
関
す
る
連
邦
繊

会
の
立
法
措
置
は
未
だ
な
さ
れ
て
お
ら
ず
琉
球
統
治
基
本
法
は
、
現
在
大
統
領
行
政
命
令
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
形
式
的
に
は
大
統

領
の
陸
海
軍
最
高
司
令
官
と
し
て
の
軍
事
権
限
に
よ
る
施
政
（
同
国
憲
法
第
二
条
第
二
節
第
一
項
）
が
、
平
和
条
約
締
結
以
後
も
依

然
と
し
て
継
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
実
質
的
に
は
、
琉
球
に
対
す
る
日
本
の
潜
在
主
権
の
承
認
、
そ
の
占
有
が

も
っ
ぱ
ら
極
東
の
安
全
と
い
う
軍
事
的
必
要
に
基
く
こ
と
及
び
将
来
に
於
け
る
日
本
へ
の
返
還
の
政
治
的
公
約
等
に
よ
る
琉
球
統
治

の
暫
定
的
性
格
か
ら
、
恒
久
的
統
治
計
画
が
困
難
で
あ
り
、
大
統
領
の
軍
事
権
限
に
よ
る
施
政
と
い
う
変
則
的
な
状
態
が
平
和
条
約

（
５
）

以
後
も
議
会
の
黙
許
（
』
日
ロ
］
耐
Ｐ
８
ｐ
陥
貝
）
に
基
い
て
継
続
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
議
会
に
よ
る
措
置
に
よ
り
連

邦
へ
編
入
さ
れ
て
い
な
い
地
域
（
巨
日
ｐ
８
Ｈ
ｇ
国
司
』
訂
月
】
８
口
の
の
）
は
、
議
会
に
よ
る
別
段
の
定
め
の
な
い
限
り
合
衆
国
の
一
部

で
は
な
く
又
そ
の
地
域
の
住
民
は
合
衆
国
市
民
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
ユ
毛
葹
球
統
治
の
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
は
、
連
邦
議
会
に

よ
る
立
法
が
な
く
、
大
統
領
行
政
命
令
に
よ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
琉
球
領
域
は
未
だ
編
入
さ
れ
な
い
地
域
で
あ
り
、
従
っ

て
合
衆
国
の
一
部
で
は
な
く
外
国
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
連
邦
裁
判
所
の
見
解
を
み
る
と
、
い
ず
れ
も
、
琉
球

７

を
外
国
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
沖
縄
に
於
て
合
衆
国
政
府
の
所
有
、
運
転
に
か
か
る
車
輔
に
よ
っ
て
身
体
傷
害
を
被

1８



琉球列島内腕空事業規制法の問題点
っ
た
原
告
（
合
衆
国
市
民
権
を
有
す
る
女
性
）
が
、
「
連
邦
不
法
行
爲
損
害
賠
償
法
」
（
恩
号
Ｈ
閏
一
目
・
瀞
○
］
日
日
の
少
９
）
に

基
い
て
合
衆
国
政
府
に
対
し
て
な
し
た
損
害
賠
償
請
求
事
件
に
於
て
、
同
法
が
「
外
国
に
お
い
て
生
じ
た
如
何
な
る
請
求
権
に
つ
い

て
も
政
府
は
責
任
を
負
わ
な
い
」
と
す
る
規
定
と
関
連
し
て
、
沖
繩
が
外
国
か
否
か
が
争
わ
れ
た
際
、
裁
判
所
は
、
種
々
先
例
を
あ

げ
た
後
「
平
和
条
約
の
解
釈
に
よ
っ
て
日
本
に
残
存
主
権
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
事
実
は
沖
繩
が
依
然
と
し
て
連
邦
賠
償
法
に
言
う

８

と
｝
）
ろ
の
外
国
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
き
出
す
の
に
充
分
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
郡
。
又
外
国
人
登
録
法
違
反
事
件
に
関
し
て
、

沖
繩
生
れ
の
被
告
城
間
ウ
シ
が
、
「
沖
縄
は
第
二
次
大
戦
後
に
生
じ
た
事
態
に
よ
っ
て
米
国
の
属
領
（
ｇ
の
冊
魁
目
）
に
な
っ
た
の

０

だ
」
と
い
う
主
張
を
拒
け
て
、
沖
縄
は
依
然
と
し
て
外
国
で
あ
り
、
被
告
は
外
国
人
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
翫
鈩

米
国
法
の
海
外
へ
の
適
用
の
問
題
を
多
く
の
判
例
を
検
討
し
て
考
察
し
た
グ
リ
ー
ン
は
、
琉
球
が
米
国
の
ｇ
の
冊
世
目
に
属
す

０

る
か
否
か
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
訂
ま
ず
一
般
的
に
或
る
地
域
が
９
＄
の
国
・
ロ
と
さ
れ
る
か
否
か
の
基
準
に
つ
き

「
永
久
的
に
そ
の
地
域
に
留
る
意
思
が
あ
る
か
否
か
は
必
ず
し
も
そ
の
地
域
が
勺
◎
協
い
圏
：
と
さ
れ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
軍

事
占
有
は
被
占
有
地
域
の
住
民
に
対
し
て
合
衆
国
と
の
交
際
の
利
益
Ｓ
の
口
の
胃
。
口
具
①
同
８
月
“
巴
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
い
と

い
う
原
則
は
、
国
内
通
商
又
は
属
領
を
含
め
て
合
衆
国
と
他
国
と
の
通
商
を
規
律
す
る
法
、
及
び
社
会
福
祉
立
法
の
適
用
の
点
に
お
い
て
、
こ
れ
ら

の
地
域
を
句
・
脇
搦
営
回
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
否
定
的
要
因
と
な
る
。
」

と
述
べ
た
後
、
球
琉
に
つ
い
て

「
ア
メ
リ
カ
の
利
害
関
係
が
Ｊ
非
永
久
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
琉
球
を
勺
◎
冊
①
凰
目
と
看
倣
す
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
平
和
条

・
約
の
効
果
は
、
合
衆
国
と
の
交
際
の
利
益
（
国
の
回
の
篤
◎
働
具
の
８
０
巨
厨
①
）
を
与
え
る
と
い
う
こ
よ
り
も
“
こ
れ
ら
の
地
域
の
最
終
的
決
定
が
な
さ

れ
る
ま
で
琉
球
の
占
有
状
態
を
持
続
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
球
球
は
明
ら
か
に
面
８
冊
閉
】
：
た
る
地
位
を
欠
い
て
お
り
、

ﾕ９



琉球列島内航空顛業規制法の問題点

筒
ご
里
協
冊
』
。
ｐ
に
は
属
し

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
述
べ
て
い
る
。

連
邦
航
空
法
の
規
定
す
る
定
義
規
定
に
よ
れ
ば
、
琉
球
が
米
国
の
已
吊
器
囲
Ｓ
ｐ
に
属
し
な
い
た
め
に
琉
球
内
航
空
に
対
し
て
は

●

同
法
の
適
用
が
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
同
法
第
一
一
一
○
節
は
大
統
領
に
対
し
て
、
国
際
条
約
等
に
よ
り
米
国
の
管
理
権
を
認
め
ら

００

れ
た
合
衆
国
外
の
地
域
に
対
し
て
、
同
法
の
適
用
を
拡
張
す
る
権
限
を
認
め
て
お
り
、
そ
の
権
限
に
基
い
て
、
大
統
領
は
、
連
邦
航

⑫
空
法
の
適
用
範
囲
を
次
の
よ
う
に
拡
張
し
て
い
る
。

「
連
邦
航
空
法
の
適
用
を
、
連
邦
航
空
局
長
（
』
ロ
日
甘
粋
の
薗
脚
８
，
ｃ
ｍ
居
①
句
且
①
日
］
シ
ぐ
旨
昏
回
跨
、
の
貝
剣
）
が
、
同
法
第
三
章
及
び
第
十
二
章

の
目
的
を
達
成
す
る
に
必
要
な
範
囲
に
於
て
、
国
際
条
約
、
規
約
又
は
、
他
の
合
法
的
取
決
に
よ
り
連
邦
政
府
が
固
有
の
権
限
又
は
統
制
櫛
を
有
す

る
合
衆
国
外
の
地
域
及
び
そ
の
領
空
に
拡
張
（
①
凶
２
色
す
る
。
但
し
、
航
空
局
長
は
、
こ
こ
に
与
え
ら
れ
た
椛
限
を
行
使
す
る
に
つ
い
て
は
駆
前

に
国
務
長
官
と
外
交
関
係
に
影
響
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
国
防
長
官
と
国
家
防
衛
の
利
益
に
影
響
す
る
事
項
に
つ
い
て
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

国
務
長
官
が
、
合
衆
国
が
加
盟
し
て
い
る
国
際
条
約
支
は
規
約
に
反
す
る
と
決
定
し
、
又
は
合
衆
国
の
外
交
関
係
の
有
効
な
遂
行
に
調
和
し
な
い
と

定
め
又
は
、
国
防
長
官
が
、
国
家
防
術
の
要
求
と
調
和
し
な
い
と
決
定
し
た
如
何
な
る
行
為
も
と
っ
て
は
な
ら
な
い
。
」

右
の
行
政
命
令
に
よ
る
な
ら
ば
、
合
衆
国
外
の
地
域
に
対
し
て
も
連
邦
航
空
法
の
適
用
が
拡
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
琉
球
に
つ

い
て
み
て
も
、
右
行
政
命
令
に
い
う
「
国
際
条
約
に
よ
り
合
衆
国
の
管
轄
権
が
認
め
ら
れ
た
地
域
」
に
含
ま
れ
、
行
政
命
令
に
よ

そ
れ
故
に
外
国
で
あ
り
、
合
衆
国
の
轡
輔
外
で
あ
る
」

以
上
、
琉
球
が
米
国
の
ロ
顔
市
＄
ご
ロ
か
否
に
つ
き
法
令
、
判
例
及
び
学
説
を
み
て
き
た
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
琉
球
は
米
国
の

０

ｍ
脇
田
】
。
ｐ
に
は
属
し
な
い
と
い
う
結
論
が
得
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
琉
球
内
航
空
に
関
し
て
は
連
邦
航
空
法
の
直
接
の
適
用
は
な

2０



薪閏t列島内航空事業規制法の問題点
っ
て
拡
張
さ
れ
た
同
法
の
適
用
範
囲
内
に
入
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
但
し
同
法
の
適
用
の
地
域
的
拡
張
に
つ
い
て
は
、
適
用
条
項

に
つ
い
て
の
制
限
と
、
行
政
命
令
に
規
定
さ
れ
た
〃
但
書
〃
に
よ
る
制
限
と
が
存
す
る
た
め
に
、
琉
球
へ
の
適
用
範
囲
を
明
確
に
す

る
た
め
に
は
、
更
に
右
の
行
政
命
令
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

右
行
政
命
令
に
よ
れ
ば
、
連
邦
航
空
法
の
適
用
が
拡
張
さ
れ
る
の
は
、
連
邦
航
空
局
長
が
同
法
第
三
章
及
び
第
一
二
章
の
目
的
を

⑬
達
成
す
る
に
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
で
あ
る
。
連
邦
航
空
法
第
一
一
一
○
節
は
一
九
五
八
年
の
航
空
法
改
正
に
よ
り
新
た
に
設
け
ら

れ
た
規
定
で
あ
り
、
同
節
に
基
く
右
行
政
命
令
の
意
義
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
米
国
航
空
法
の
内
容
及
び
一
九
五
八
年
の
改
正
の

０

要
点
に
つ
い
て
概
観
す
る
必
要
が
あ
郡
・

米
国
に
於
て
は
、
一
九
五
八
年
従
来
の
民
間
航
空
法
（
Ｑ
ａ
Ｅ
席
８
口
目
庁
〕
ｏ
印
し
、
庁
。
、
】
①
路
）
を
改
正
し
現
在
の
連
邦
航
空
法

（
恩
烏
日
］
し
ａ
算
】
・
ロ
レ
・
庁
。
、
忌
詔
）
を
制
定
し
た
が
、
改
正
の
主
た
る
目
的
は
、
軍
民
航
空
活
動
を
通
じ
て
航
空
の
安
全
及
航

空
域
の
有
効
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
に
新
た
な
機
関
を
設
置
し
、
こ
れ
に
統
一
的
な
管
制
権
を
与
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
爲

に
従
来
の
民
間
航
空
局
（
白
く
】
］
帝
８
口
目
回
８
少
鳴
貝
割
）
の
組
織
及
び
権
限
を
強
化
し
て
連
邦
航
空
局
（
闇
８
日
］
跨
ぐ
】
凹
冒
ロ

シ
鳴
口
２
以
下
Ｆ
・
Ａ
。
Ａ
と
略
す
）
を
設
置
し
、
こ
れ
に
軍
民
航
空
活
動
に
つ
い
て
の
空
域
の
管
制
権
及
び
航
空
保
安
施
設
の
維

持
、
運
営
の
権
限
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

従
来
の
民
間
航
空
法
は
、
民
間
航
空
の
発
達
及
び
安
全
を
助
長
し
、
そ
の
統
制
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ
の
目
的
を
達
成

す
る
に
必
要
な
機
関
と
し
て
民
間
航
空
委
員
会
（
Ｃ
Ａ
Ｂ
）
と
民
間
航
空
局
（
Ｃ
Ａ
Ａ
）
を
置
い
た
。
Ｃ
Ａ
Ｂ
の
権
限
は
一
般
的
に

同
法
の
規
定
に
基
い
て
諸
規
則
の
制
定
及
び
監
督
を
な
す
こ
と
で
あ
り
（
同
法
二
○
五
節
）
そ
の
際
、
航
空
運
送
秩
序
を
合
衆
国
の

安
全
を
含
め
て
、
国
内
及
び
外
国
と
の
航
空
に
よ
る
通
商
の
必
要
に
適
合
す
る
よ
う
に
維
持
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
こ
と

が
要
求
さ
れ
（
同
法
第
二
節
）
具
体
的
に
は
同
法
第
四
章
の
規
定
す
る
航
空
運
送
事
業
者
の
免
許
を
中
必
と
し
た
経
済
規
制
に
関
す

2１
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と
こ
ろ
で
、
行
政
命
令
の
規
定
す
る
連
邦
航
空
法
第
三
章
及
び
第
一
二
章
の
規
定
の
内
容
は
、
第
三
章
が
、
新
設
さ
れ
た
Ｆ
Ａ
Ａ

の
組
織
及
び
権
限
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
軍
民
を
通
じ
て
航
空
の
安
全
規
制
権
を
民
間
人
で
あ
る
Ｆ
Ａ
Ａ
の
長
に
統
一
し
た
こ
と

に
よ
り
そ
の
行
爲
に
軍
事
上
の
必
要
性
を
考
慮
せ
し
め
る
必
要
か
ら
航
空
安
全
規
制
に
つ
き
軍
人
の
参
加
を
認
め
る
組
織
規
定
及
び

１

Ｆ
Ａ
Ａ
の
航
空
管
制
権
、
運
航
規
則
制
定
権
等
が
主
要
な
も
の
豆
鍬
る
・
又
第
一
一
一
章
は
国
家
の
安
全
保
証
に
関
す
る
規
定
で
、
連

邦
航
空
局
長
が
、
空
域
の
管
制
及
び
航
空
施
設
に
対
す
る
権
限
を
実
行
す
る
に
際
し
て
、
国
防
長
官
と
協
議
の
上
で
、
国
家
防
衛
の

３０

必
要
上
、
民
間
航
空
機
の
航
行
を
禁
止
又
は
制
限
す
る
地
帯
を
設
定
す
る
権
限
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

る
権
限
及
び
航
空
運
航
規
則
（
置
月
圃
箇
ｎ
日
］
①
②
）
の
制
定
権
が
主
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
Ｃ
Ａ
Ａ
の
権
限
は
、
実
際
の
麹

空
域
の
管
制
を
中
心
に
航
空
機
の
安
全
の
維
持
、
航
空
路
そ
の
他
航
空
施
設
の
設
定
等
航
空
運
航
の
安
全
秩
序
の
維
持
に
あ
り
、
具

体
的
に
は
空
港
の
安
全
性
の
管
理
、
航
空
機
そ
の
他
の
装
備
の
検
査
、
航
空
従
事
者
の
免
許
及
び
耐
空
証
明
等
同
法
第
六
章
の
規
定

す
る
安
全
規
制
に
関
す
る
権
限
で
あ
っ
た
。
一
九
五
八
年
に
新
設
さ
れ
た
Ｆ
Ａ
Ａ
は
こ
の
Ｃ
Ａ
Ａ
の
権
限
を
引
継
ぎ
、
更
に
空
域
及

び
航
空
施
設
の
安
全
及
び
有
効
な
利
用
及
び
航
空
運
航
規
則
（
画
Ｈ
目
同
国
。
Ｈ
巳
研
）
の
制
定
権
を
与
え
ら
れ
（
一
九
五
八
法
年

三
○
七
節
）
航
空
安
全
規
制
に
関
す
る
軍
民
航
空
活
動
を
通
じ
て
の
統
一
的
機
関
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
九
五
八
年
の
改
正
に
よ

り
、
Ｃ
Ａ
Ｂ
の
有
し
て
い
た
安
全
規
制
権
が
Ｆ
Ａ
Ａ
に
移
さ
れ
た
た
め
に
、
航
空
運
送
の
規
制
に
つ
い
て
、
経
済
規
制
と
安
全
規
制

が
よ
り
明
白
に
区
別
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
Ｃ
Ａ
Ｂ
と
Ｆ
Ａ
Ａ
の
権
限
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
但
し
一
九
五
八
年
法
の
下
に
お
い
て
Ｃ

Ａ
Ｂ
の
安
全
規
制
に
関
す
る
権
限
が
全
く
な
く
な
っ
た
わ
け
で
な
く
、
Ｃ
Ａ
Ｂ
は
独
立
し
た
準
司
法
機
関
と
し
て
、
Ｆ
Ａ
Ａ
の
行
な

っ
た
行
爲
に
対
す
る
申
立
を
審
査
す
る
権
限
を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
Ｆ
Ａ
Ａ
の
な
し
た
安
全
に
関
す
る
諸
証
明
を
停
止
、
取

消
を
な
し
、
更
に
修
正
す
る
権
限
を
認
め
ら
れ
、
（
第
六
○
九
節
）
そ
の
限
り
で
安
全
規
制
に
関
し
て
も
な
お
重
要
な
権
限
を
留
保
し

００

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
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以
上
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
行
政
命
令
が
、
連
邦
航
空
法
の
適
用
拡
張
に
つ
い
て
、
「
連
邦
航
空
局
長
が
第
三
意
及
び
第
一
一
一
章
の

目
的
を
達
成
す
る
に
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
」
と
い
う
規
定
を
し
た
こ
と
は
、
同
法
の
規
定
す
る
Ｆ
Ａ
Ａ
の
有
す
る
安
全
規
制
権
に

関
す
る
規
定
の
み
が
適
用
を
拡
張
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
同
法

の
安
全
規
定
と
並
ん
で
重
要
な
、
航
空
運
送
業
者
に
対
す
る
経
済
規
定
は
適
用
が
拡
張
さ
れ
ず
に
残
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
連
邦

航
空
法
第
一
二
○
節
及
び
前
記
行
政
命
令
が
、
こ
の
よ
う
に
同
法
の
安
全
規
定
に
関
し
て
の
み
適
用
を
拡
張
し
た
の
は
、
一
九
五

八
隼
の
改
正
に
よ
り
、
航
空
管
制
権
が
軍
民
を
通
じ
て
Ｆ
Ａ
Ａ
に
統
一
さ
れ
た
た
め
に
、
従
来
、
米
国
の
領
域
に
属
し
な
か
っ
た
地

域
で
、
米
国
の
軍
に
よ
り
統
制
さ
れ
て
い
た
地
域
に
つ
い
て
も
、
航
空
管
制
権
を
Ｆ
Ａ
Ａ
に
統
一
す
る
必
要
か
ら
安
全
規
制
に
関
す

る
規
定
を
こ
れ
ら
の
地
域
に
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
又
連
邦
航
空
法
の
規
定
中
、
安
全
規
定
に
つ
い
て
の
み

適
用
が
拡
張
さ
れ
る
と
い
う
現
象
は
、
航
行
の
安
全
の
た
め
に
は
、
安
全
規
定
が
統
一
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
要
性

に
基
く
も
の
で
、
米
国
内
に
於
け
る
州
内
航
空
（
『
日
月
色
の
甘
斤
の
）
に
つ
い
て
も
、
同
じ
く
連
邦
航
空
法
の
安
全
規
定
の
適
用
が
拡

張
さ
れ
る
反
面
、
航
空
事
業
者
免
許
を
中
心
と
し
た
経
済
規
制
権
は
各
洲
の
権
限
に
属
す
る
と
さ
れ
て
い
る
点
に
於
て
も
み
ら
れ
る

右
に
見
た
通
り
、
前
記
行
政
命
令
に
よ
り
、
合
衆
国
が
権
限
を
認
め
ら
れ
た
合
衆
国
外
の
地
域
に
対
し
て
、
連
邦
航
空
法
の
安
全

規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
連
邦
航
空
局
長
が
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
に
つ
い
て
は
、
行
政
命
令
但
書
の
規

定
に
よ
り
、
国
務
長
官
及
び
国
防
長
官
と
事
前
に
協
議
し
そ
の
同
意
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
連
邦
航
空
法
と
琉
球
内
航
空
と
の
関
係
を
結
論
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
琉
球
は
同
法
の
規
定
す
る

己
８
冊
脇
目
に
は
属
せ
ず
、
従
っ
て
同
法
の
原
則
的
全
面
的
適
用
は
な
く
、
た
だ
同
法
第
一
一
一
○
節
及
び
同
節
に
基
く
行
政
命

令により、安全規制に関する規定が琉球にも適用され、その限りで琉球内航空についてもＦＡＡの権限が及んで羽

９０

》
）
と
で
あ
る
。
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次
に
Ａ
Ａ
社
が
た
と
え
免
除
特
権
を
得
た
と
は
い
え
、
琉
球
内
航
空
事
業
そ
の
も
の
を
行
う
に
つ
い
て
Ｃ
Ａ
Ｂ
の
決
定
に
従
っ
た

と
い
う
こ
と
は
、
琉
球
内
航
空
そ
の
も
の
に
対
し
て
Ｃ
Ａ
Ｂ
が
何
ら
か
の
管
轄
権
を
有
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
Ｃ
Ａ
Ｂ
の

ｈ

Ａ
Ａ
社
に
対
す
る
免
除
特
権
を
認
め
た
命
評
の
中
で
も
、
Ａ
Ａ
社
が
予
定
し
て
い
る
よ
う
な
形
態
の
運
航
に
つ
い
て
も
Ｃ
Ａ
Ｂ
は
管

と
述
べ
、
更
に

「
琉
球
政
府
立
法
院
は
委
員
会
に
対
し
て
、
琉
球
人
に
よ
る
琉
球
内
航
空
事
業
を
回
復
せ
し
め
る
何
ら
か
の
措
置
を
要
求
し
て
い
る
が
、
上
に
示
し

た
通
り
、
こ
の
よ
う
な
事
項
は
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
決
定
事
項
で
は
な
か
っ
た
。
」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
Ｃ
Ａ
Ｂ
が
Ａ
Ａ
社
の
琉
球
乗
入
れ
に
つ
い
て
、
外
資
導
入
免
許
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
重
視
し
、

事
業
者
の
決
定
は
Ｃ
Ａ
Ｂ
の
決
定
事
項
で
は
な
か
っ
た
と
云
っ
て
い
る
こ
と
は
、
琉
球
現
地
側
に
事
業
者
の
決
定
権
が
あ
る
こ
と
を

示
唆
す
る
も
の
だ
と
解
さ
れ
る
。

琉
球
内
航
空
と
連
邦
航
空
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
右
の
結
論
に
関
し
て
最
後
に
、
Ｃ
Ａ
Ｂ
の
見
解
を
検
討
し
て
お
き
た
い
・

目
に
於
て
述
べ
た
よ
う
に
、
Ａ
Ａ
社
の
琉
球
内
航
空
事
業
の
開
始
に
つ
き
、
琉
球
政
府
立
法
院
は
Ｃ
Ａ
Ｂ
に
対
し
て
Ａ
Ａ
社
に
免
除

特
権
を
与
え
た
こ
と
に
対
す
る
抗
議
と
琉
球
人
に
よ
る
航
空
事
業
継
続
の
要
請
を
行
っ
駒
そ
れ
に
対
す
る
Ｃ
Ａ
Ｂ
の
立
法
院
宛
書

簡
に
於
て
Ｃ
Ａ
Ｂ
は
、
ま
ず
Ａ
Ａ
社
に
免
除
特
権
を
与
え
た
こ
と
に
関
し
て

「
Ａ
Ａ
社
は
、
琉
球
内
航
空
運
送
事
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
認
め
た
琉
球
政
府
発
行
の
外
資
導
入
弁
許
を
有
し
て
い
た
。
そ
れ
に
加
え
、
国
防
省
よ

り
国
家
公
共
の
利
益
の
見
地
か
ら
必
要
で
あ
る
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
て
い
た
。
委
員
会
は
運
送
事
業
者
の
決
定
に
関
し
て
は
関
与
し
な
か

な
る
。

く
る
。
但
し
そ
の
場
合
で
も
Ｆ
Ａ
Ａ
は
事
前
に
国
務
、
国
防
長
官
、
特
に
国
防
長
官
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に

つ
た
。
」

2４
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轄
権
を
有
し
て
い
る
と
述
ぺ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
先
の
結
論
と
の
関
係
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
・
Ｃ
Ａ
Ｂ
は
命
令
書
の
中
で
琉

球
に
つ
い
て
巨
日
に
局
の
圃
旨
⑩
。
博
蔚
顔
己
匂
巨
］
②
］
ロ
且
ｍ
ｍ
ｍ
四
目
研
］
服
８
口
具
昏
。
ご
・
の
．
と
述
べ
て
お
り
、
琉
球
を
米
国

の
日
切
＄
世
目
と
し
て
取
扱
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
琉
球
内
航
空
事
業
者
の
決
定
は
Ｃ
Ａ
Ｂ
の

決
定
事
項
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
目
】
ぬ
昂
の
国
目
②
勝
凹
冨
畷
＄
圏
目
と
い
う
こ
と
は
合
衆
国
外
の
地
域

で
合
衆
国
の
管
轄
権
が
認
め
ら
れ
た
地
域
即
ち
前
記
行
政
命
令
に
よ
っ
て
連
邦
航
空
法
の
適
用
が
拡
張
さ
れ
る
地
域
を
意
味
し
て
い

る
と
も
解
さ
れ
る
。
目
〕
層
の
⑩
旨
日
切
の
故
に
国
防
省
の
ア
ド
バ
イ
ス
が
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
と
こ

ろ
も
前
記
行
政
命
令
の
但
書
の
趣
旨
と
一
致
す
る
。
Ｃ
Ａ
Ｂ
が
Ａ
Ａ
社
の
な
し
た
管
轄
権
放
棄
の
請
求
を
否
定
し
、
Ｃ
Ａ
Ｂ
の
管

轄
権
を
確
認
し
た
こ
と
は
、
Ｃ
Ａ
Ｂ
が
琉
球
が
米
国
の
ロ
吊
冊
璽
目
で
あ
る
と
認
め
た
と
は
必
ず
し
も
云
え
な
い
。
何
故
な
ら
、

琉
球
が
行
政
命
令
に
よ
っ
て
拡
張
さ
れ
た
地
域
に
含
ま
れ
る
限
り
、
直
接
的
に
は
、
安
全
規
定
の
み
の
適
用
Ｙ
従
っ
て
Ｆ
Ａ
Ａ
の
権

限
の
み
が
及
ん
で
来
る
が
、
前
述
の
通
り
（
一
一
一
一
頁
）
そ
の
限
り
で
間
接
的
に
Ｃ
Ａ
Ｂ
の
権
限
も
及
ん
で
く
る
わ
け
で
、
全
面
的
に
管

轄
権
を
放
棄
す
る
こ
と
は
な
さ
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
Ｃ
Ａ
Ｂ
が
琉
球
内
航
空
を
連
邦
航
空
法
第
四
一
六
節
に
云
う
、
制
限
的

且
そ
の
運
航
が
特
殊
な
状
況
に
あ
る
も
の
と
看
倣
し
、
経
済
規
定
の
適
用
免
除
を
認
め
た
こ
と
は
、
琉
球
を
安
全
規
定
の
み
の
適
用

あ
る
特
殊
な
地
域
と
看
倣
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
先
の
結
論
と
同
じ
見
解
を
Ｃ

Ａ
Ｂ
も
と
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
仮
ｂ
に
Ｃ
Ａ
Ｂ
が
琉
球
を
米
国
の
ロ
吊
冊
幽
目
と
見
微
し
て
い
る
と
し
て
も
そ
の

自
問
５
ｍ
国
斤
易
の
故
に
Ａ
Ａ
社
に
対
し
て
経
済
規
定
の
適
用
免
除
を
認
め
、
そ
の
理
由
の
中
で
現
地
側
に
事
業
者
決
定
権
と
監

督
権
の
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
、
国
防
省
の
ア
ド
バ
イ
ス
の
重
要
性
を
認
め
た
こ
と
は
、
琉
球
内
航
空
に
経
済
規
定
の
適
用
が
な
い
と

い
う
先
の
結
論
と
同
じ
結
果
を
認
め
た
こ
と
に
な
る
こ
と
は
充
分
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

2５
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注
１
、
園
の
日
汁
温
ヨ
》
お
己
．
⑫
．
○
・
》
】
四
ｓ

２
、
国
際
法
上
の
地
位
に
関
し
て
は
、
国
際
法
学
会
編
「
沖
繩
の
地
位
」
、
高
野
雄
一
「
日
本
の
領
土
」
等
多
く
の
著
書
論
文
が
あ
る

３
，
田
凹
昏
ｃ
Ｈ
口
・
勺
①
ロ
ロ
』
Ｈ
Ｐ
四
口
・
園
】
目
尻
》
の
。
ぐ
①
門
口
固
辞
①
口
什
凹
目
色
宅
。
］
岸
】
。
、
』
曰
讐
①
ｐ
．
ｍ
．
弔
口
凹
瑁

４
、
エ
ド
ワ
ー
ド
、
コ
ー
ウ
イ
ン
、
京
都
大
学
憲
法
研
究
会
編
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
」
一
六
九
頁

５
、
赤
徽
義
信
、
「
琉
球
統
治
基
本
法
」
琉
大
法
学
七
八
頁
、
四
四
昔
。
Ｂ
・
甸
の
ロ
ロ
』
Ｈ
ロ
：
》
Ｎ
】
口
汽
・
目
・
◎
笄
・
己
山
。

６
、
因
凹
昏
◎
３
．
勺
の
目
目
ｎ
口
目
》
Ｎ
百
斤
》
。
ｂ
・
骨
．
ご
凹
暖
ユ
ー
ウ
イ
ン
前
掲
訳
書
七
一
頁
、

７
、
琉
球
の
地
位
に
関
す
る
連
邦
裁
判
所
の
判
例
に
つ
い
て
は
、
砂
川
恵
仲
、
「
米
国
連
邦
裁
判
所
の
観
に
沖
繩
の
地
位
」
琉
大
法
学
創
刊
号
九

⑩
、
、
＆
囚
亘
呂
夛
「
・
の
８
の
月
レ
ロ
ロ
】
】
。
§
】
】
】
ｑ
：
少
日
①
風
。
：
伊
田
司
註
。
。
『
①
Ｈ
ｍ
８
⑪
鈩
村
①
回
⑩
○
○
月
８
］
］
①
』
耳
晋
の
口
員
（
①
巳
の
日
付
①
⑩
．

函
抄
同
く
い
『
□
い
②
君
宛
①
ぐ
】
の
急
ぐ
ぐ
。
］
。
①
、
ロ
ロ
ロ
、
』
ｊ
Ｉ
巴
凹

⑪
、
冒
す
・
い
の
、
’
］
』
Ｐ
弓
笄
］
の
苔
》
》
」
』
』
Ｐ
し
戸
、
．
温
》
届
、
②
》
目
印
計
算
）
の
ｇ
》
Ｓ
・
ロ
・
の
．
○
・
》
］
巴
Ｐ
「
管
轄
の
地
域
的
拡
張
」
と
題

（
す
る
同
節
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

大
統
領
が
国
家
利
益
に
合
す
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
い
つ
で
も
彼
が
必
要
と
考
え
る
範
囲
、
方
法
、
期
間
に
於
て
、
連
邦
政
府
が
、
国
際
条
約

規
定
そ
の
他
の
法
的
取
決
め
に
よ
り
法
的
椛
限
を
認
め
ら
れ
た
合
衆
国
外
の
陸
地
海
域
及
び
そ
の
上
空
に
対
し
て
、
連
邦
航
空
法
の
適
用
を
拡
張

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８
、
］
ロ
画
凰
圃
ｍ
ｐ
Ｈ
ｐ
固
く
・
ロ
ロ
岸
①
。
⑭
甘
什
の
⑫
。
冷
し
日
の
旨
凹
）
ロ
ロ
罫
の
凸
の
薗
庁
⑪
⑩
□
』
⑭
庁
旦
ｇ
ｏ
ｏ
巨
『
計
・
回
・
口
・
く
①
Ｈ
ｍ
日
置
》
】
一
山
句
。
⑫
戸
ゼ
ロ
・
①
圏
》

胃
』
増
届
・
岳
留
砂
川
前
掲
、
一
七
七
頁

９
、
□
ご
岸
①
ロ
⑫
愈
芹
の
⑭
ご
・
〔
房
日
、
頁
Ｈ
Ｃ
Ｂ
色
》
ご
ロ
】
尉
旦
の
け
凹
什
①
、
Ｃ
肘
は
ｇ
ｏ
ｃ
員
。
、
□
・
餌
凶
弓
②
芦
》
巳
⑭
句
。
②
ロ
ロ
ロ
・
属
、
》
缶
口
由
》
』
い
》
』
①
望

７
、
琉
球
の

三
頁
以
下

砂
川
前
掲
一
○
七
頁
以
下

2６



琉球列島内航空事業規制法の問題点

住
田
俊
一
「
航
空
運
送
法
規
概
説
」
、

㈹
連
邦
航
空
法
第
四
章
の
規
定
を
列
記
す
れ
ば
、
航
空
運
送
業
者
の
免
許
（
四
○
一
節
）
、
外
国
航
空
運
送
業
者
の
許
可
（
四
○
二
節
）
、
航
空

運
送
業
者
運
賃
表
（
四
○
三
節
）
、
旅
客
及
び
物
品
運
送
の
賃
率
（
四
○
四
節
）
、
計
算
、
記
録
及
び
報
告
（
四
○
七
節
）
、
合
同
合
併
、
支
配

樵
の
取
得
（
四
○
八
節
）
禁
止
さ
れ
る
利
害
関
係
（
四
○
九
節
）
競
争
の
方
法
（
四
二
節
）
そ
の
他
の
協
定
の
届
出
（
四
一
一
一
節
）
、
運
送
業

者
の
類
別
と
除
外
（
四
一
六
節
）
等
で
あ
る

⑬
ご
・
⑫
９
回
の
Ｚ
２
勺
、
》
・
口
・
“
拝
ご
臼
占
》
］
・
富
・
口
且
”
⑩
留
・
・
ロ
。
⑩
芹
・
己
山
、

⑰
お
ロ
・
の
．
○
．
官
選
牌
ｌ
》
届
沼
．

⑱
お
ｐ
．
ｍ
．
○
・
》
』
紐
揖
ｌ
官
、
鴎
．

⑲
即
ち
本
文
に
掲
げ
た
連
邦
航
空
法
の
定
義
規
定
に
よ
れ
ば
、
同
法
は
、
州
内
航
空
に
は
原
則
と
し
て
適
用
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
が

判
例
に
よ
っ
て
み
る
と
州
内
航
空
に
つ
い
て
Ｆ
Ａ
Ａ
の
統
制
権
が
じ
よ
じ
よ
に
拡
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
裁
判
所
は
、
同
法
の
定
義
規
定
巾

四
月
ｈ
Ｃ
Ｂ
Ｂ
の
：
①
と
し
て
、
州
際
、
海
外
、
外
国
航
空
の
他
に
、
連
邦
航
空
路
を
使
用
し
又
は
そ
れ
を
横
切
る
運
航
及
び
こ
れ
ら
の
運
航
及
び
こ

れ
ら
の
運
航
に
直
接
・
間
接
に
影
響
す
る
運
航
（
同
法
一
○
一
節
三
項
）
と
い
う
き
わ
め
て
広
い
概
念
を
定
め
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、
凰
円
‐

⑫
固
凶
①
⑥
貝
】
ぐ
①
Ｃ
ａ
ｑ
ｚ
ｏ
ぐ
．
Ｓ
田
』
》
ｚ
ｃ
ぐ
・
“
Ｐ
Ｓ
ｍ
Ｐ
も
ロ
・
印
・
◎
・
》
Ｈ
臼
。

⑬
原
文
は
ご
Ｓ
昏
①
①
鴬
の
ロ
斤
口
の
。
①
ｍ
駈
四
Ｈ
『
頁
）
ロ
関
日
岸
昏
の
少
。
Ｈ
口
甘
】
：
笛
８
吋
◎
冷
甸
・
少
・
毎
．
８
：
８
日
ご
］
】
②
丘
昏
の
ご
貝
己
◎
の
①
⑩
四
日
ｐ
ｏ
ｓ
の

⑥
蔑
目
具
弓
岸
］
の
畠
目
旦
ヨ
普
図
①
◎
席
・
月

側
以
下
に
の
ぺ
る
米
国
航
空
法
の
内
容
及
び
一
九
五
八
年
の
改
正
に
つ
い
て
は
次
の
著
書
、
論
文
等
を
参
照
し
た
、

園
脚
の
】
．
。
ｐ
旨
の
㈲
当
５
，
少
く
拭
往
◎
月
シ
・
富
凹
昏
の
切
目
○
局
・
旨
③
＃
①
日
雪
冨
目
高
］
。
【
少
ぐ
箇
働
。
ｐ
田
餌
ョ
》
毎
日
①
且
。
§
］
ｐ
Ｈ
】
ｍ
ｐ
２
ｑ

①
ロ
８
》
ご
◎
］
の
缶
ぐ
賦
斤
一
目
》
ロ
・
の
・
○
○
口
⑩
．
。
。
□
円
の
肌
】
。
Ｂ
］
目
色
缶
○
日
旨
』
⑪
ロ
繩
丘
ぐ
の
ｚ
の
ョ
⑩
】
＠
ｍ
ｍ
『
。
］
い
□
□
臼
←
】
‐
圀
局
・
切
呑
冒

二
【
・
回
目
鳥
の
『
雪
・
厚
①
田
の
、
〕
⑩
】
日
弓
①
己
の
；
］
ｏ
ｂ
Ｂ
の
具
ｏ
ｍ
Ｑ
ぐ
】
］
缶
ぐ
】
閏
」
：
后
呂
》
－
】
①
沼
》
吉
口
目
い
】
。
ｍ
ど
Ｈ
屈
到
『
：
。
○
○
日
，

ロ
■
の
刑
⑥
の
や
く
Ｃ
】
い
②
□
■
、

2７



琉球列島内航空事業規制法の問題点

ロ
に
於
て
琉
球
現
地
に
琉
球
内
航
空
運
送
事
業
に
関
す
る
法
規
が
存
在
し
な
い
こ
と
、
㈲
に
於
て
琉
球
が
連
邦
航
空
法
第
二
一

○
節
及
び
同
節
に
基
く
行
政
命
令
に
よ
る
同
法
の
適
用
が
拡
張
さ
れ
る
地
域
に
含
ま
れ
、
安
全
規
則
に
つ
い
て
Ｆ
Ａ
Ａ
の
権
限
が
及

ん
で
く
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
琉
球
現
地
法
令
と
し
て
、
琉
球
内
航
空
事
業
規
制
法
立
法
の
必
要

性
及
び
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
ま
ず
一
般
的
に
航
空
事
業
に
つ
い
て
の
規
制
法
の
必
要
性
に
つ
い
て
み
る
と
日
本
航

空
法
第
一
条
が
そ
の
目
的
と
し
て
、
「
航
空
機
の
航
行
の
安
全
を
図
る
た
め
の
方
法
を
定
め
、
及
び
航
空
機
を
運
航
し
て
営
む
事
業

の
秩
序
を
確
立
し
」
と
述
べ
て
い
る
通
り
同
法
は
安
全
法
規
と
事
業
監
督
法
規
を
そ
の
主
た
る
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
二

つ
が
同
時
に
航
空
事
業
規
制
法
の
必
要
な
理
由
で
あ
る
。
近
代
法
は
営
業
の
自
由
を
基
本
権
と
し
て
保
障
す
る
が
各
個
企
業
の
具
体

８
日
日
２
８
に
つ
い
て
安
全
規
制
権
を
有
す
る
Ｆ
Ａ
Ａ
の
権
限
を
州
内
航
空
に
つ
い
て
も
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
又
各
州
も
州
の
航
空

記
法
に
お
い
て
、
安
全
規
制
に
つ
い
て
は
、
統
一
化
の
必
要
上
連
邦
航
空
法
に
従
う
旨
定
め
、
各
種
の
技
術
証
明
は
、
Ｆ
Ａ
Ａ
の
そ
れ
に
よ
る
こ
と

を
規
定
し
て
い
る
場
合
が
多
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
航
空
事
業
者
免
許
を
中
心
と
す
る
経
済
規
定
に
い
っ
て
は
、
連
邦
政
府
に
よ

る
統
一
化
の
必
要
性
も
な
く
、
む
し
ろ
、
州
の
航
空
機
関
の
固
有
の
権
限
で
あ
り
、
Ｃ
Ａ
Ｂ
の
権
限
は
及
ば
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

冒
凹
昏
冊
：
旦
冨
凹
詳
の
ｇ
》
◎
勺
》
◎
拝
》
□
ご
Ｓ
‐
量
・
》
国
Ｈ
①
］
》
Ｃ
己
．
◎
岸
‐
□
暗
い
．

寓
目
日
ロ
因
・
国
】
：
］
］
》
国
】
昏
制
の
日
の
鼻
・
吊
皆
門
惣
吊
の
ｑ
宛
の
晋
】
騨
蔑
・
口
“
》
の
。
。
Ｈ
、
の
ョ
．
⑫
厨
月
・
目
の
ご
・
”
目
・
口
。
、
旨
の
の
鷺
の
】
口

国
》
・
３
且
ｎ
ｏ
・
口
§
］
騨
昌
用
の
目
】
目
・
口
・
冷
し
片
Ｑ
月
日
の
８
．
》
］
・
缶
・
田
・
○
・
く
・
］
・
届
室
・
山
．
ご
】
目

蜘
沖
繩
タ
イ
ム
ズ
一
九
六
四
年
七
月
一
一
五
日

剛
同
命
令
の
内
容
に
つ
い
て
は
ロ
の
注
咀
参
照
。

五
、
む
す
び
ｌ
琉
球
内
航
空
運
送
事
業
規
制
法
の
必
要
性
と
可
能
性
Ｉ



琉球列島内航空事業規制法の問題点

的
な
経
済
的
社
会
的
性
格
に
着
目
し
必
要
な
規
制
を
行
い
そ
の
限
り
で
営
業
の
自
由
も
種
々
の
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
'
運

送
業
に
つ
い
て
み
れ
ば
'
そ
の
種
の
業
務
が
強
度
の
公
益
的
性
質
を
帯
び
る
と
こ
ろ
か
ら
国
家
的
監
督
を
必
要
と
L
t
又
運
送
用
具

及
び
運
送
方
法
に
多
く
の
危
険
を
伴
う
と
こ
ろ
か
ら
特
殊
の
規
制
が
必
要
と
な
る
｡
航
空
法
の
事
業
監
督
法
規
及
び
安
全
法
規
は
こ

の
よ
う
な
必
要
性
か
ら
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
'
連
邦
航
空
法
の
適
用
が
琉
球
に
ま
で
拡
張
さ
れ
'
F
A
A
の
権
限
が
琉
球
に
も
及
ん
で
-
る
と
い
う
こ
と
は
琉
球
内

航
空
に
つ
い
て
も
F
A
A
の
安
全
規
制
が
及
ん
で
-
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡
即
ち

的
の
注
16
で
述
べ
た
通
り
'
F
A
A
は

ai
r

com
m
erce
の
維
持
発
展
に
対
す
る
権
限
を
有
し
て
お
-

(
連
邦
航
空
法
第
三
〇
五
節
)
'
ai
r
8
m
m
er亀
と
は
広
-
洲
際
'
海

外
'
外
国
航
空
に
値
接
間
接
に
好
替
す
る
運
航
を
す
べ
て
含
む
こ
と
に
な
れ
ば

(
同
法
第

1
0
1
節
四
項
)
琉
球
円
航
空
も

a
ir

com
m
erce
と
し
て
F
A
A
の
管
轄
内
に
入
る
こ
と
に
な
る
｡
又
白
に
於
い
て
引
用
し
た

7
九
六
四
年

1
0
月
九
日
付
宙
筒
が
述

べ
て
い
る
よ
う
に
'
軍
用
機
の
運
航
が
異
常
に
多
-
'
又
米
軍
の
管
理
下
に
あ
る
都
覇
飛
行
場
が
民
間
航
空
機
の
利
用
し
得
る
唯

一

の
も
の
で
あ
れ
ば
'
運
航
規
則
等
は
米
軍
軍
用
機
の
そ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
り
'
そ
の
こ
と
は
F
A
A
の
制
定

す
る
運
航
規
則
に
従
う
こ
と
を
意
味
す
る
｡

こ
の
よ
う
に
琉
球
内
航
空
に
つ
い
て
も
連
邦
航
空
法
の
安
全
規
定
が
間
接
的
に
及
ん
で
く
る
た
め
に
'
現
地
法
令
と
し
て
航
空
に

関
す
る
規
定
が
存
在
し
な
-
と
も
'
航
空
機
そ
の
他
の
安
全
性
に
つ
い
て
は
'
連
邦
航
空
法
の
要
求
す
る
諸
証
明
'
免
許
を
有
し
な

い
限
り
実
際
に
航
空
事
業
に
従
事
し
得
な
い
緒
果
と
な
る
｡
他
方
'
事
業
者
免
許
を
中
心
と
し
た
経
済
規
定
に
つ
い
て
は
連
邦
航
空

法
の
適
用
拡
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
琉
球
に
は
適
用
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
'
琉
球
内
航
空
に
関
す
る
限
り
経
済
規
定
は
存
在
し
な

い
こ
と
と
な
る
｡
規
制
法
規
が
存
在
し
な
い
限
り
近
代
法
の
下
で
は
営
業
は
自
由
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
-
'
琉
球
住
民
に
つ

い
て
み
て
も
'

｢
琉
球
列
島
の
管
理
に
関
す
る
行
政
命
令
｣
第

一
二
節
が
民
主
主
義
諸
国
家
の
人
民
が
享
受
し
て
い
る
基
本
的
自
由
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を
保
障
し
そ
の
下
に
、
民
法
が
私
的
所
有
権
を
保
障
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
も
同
じ
く
自
由
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
な
が
ら
航
空
事
業
そ
の
も
の
は
自
由
で
あ
る
と
し
て
も
、
航
空
機
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
等
に
つ
き
前
述
の
通
り
連
邦
航
空
法

と
の
関
係
を
生
ず
る
た
め
に
現
実
に
は
米
国
と
同
一
の
技
術
的
水
準
を
持
ち
、
Ｆ
Ａ
Ａ
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
航
空
機
そ
の
他
の
用

具
を
獲
得
す
る
こ
と
に
於
て
困
難
な
問
題
に
ぶ
つ
か
る
。
従
っ
て
琉
球
住
民
に
よ
る
琉
球
内
航
空
事
業
に
つ
い
て
は
、
連
邦
航
空
法

と
安
全
規
定
と
の
関
係
を
明
確
に
し
た
法
令
を
制
定
し
、
琉
球
住
民
が
事
業
開
始
に
当
っ
て
、
航
空
機
そ
の
他
の
設
備
を
渡
得
す
る

に
つ
い
て
の
明
碗
な
要
件
、
基
準
を
示
し
、
こ
れ
ら
の
取
得
に
つ
い
て
存
す
る
現
在
の
不
明
確
、
不
安
定
性
を
除
去
す
る
必
要
が
あ

る
。
又
事
業
監
督
法
規
に
つ
い
て
み
て
も
、
現
在
の
よ
う
に
不
存
在
の
ま
ま
放
置
す
る
こ
と
は
、
琉
球
住
民
の
経
済
的
社
会
的
見
地

か
ら
も
好
ま
し
く
な
い
。
航
空
事
業
が
公
益
的
性
質
を
有
す
る
と
こ
ろ
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
事
業
の
免
許
性
、
運
賃
及
び
料
金
及
び

運
送
約
款
の
認
可
制
、
事
業
改
善
命
令
、
業
務
遂
行
命
令
、
事
業
の
停
止
又
は
免
許
の
取
消
処
分
等
は
、
琉
球
内
航
空
に
つ
い
て
も

必
要
な
規
定
で
あ
り
、
事
業
免
許
の
手
続
、
監
督
機
関
の
明
確
化
と
併
せ
て
緊
急
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
琉
球
内
航

空
事
業
と
い
う
琉
球
住
民
の
経
済
的
社
会
的
利
益
と
深
い
関
係
を
有
す
る
企
業
に
つ
い
て
は
、
琉
球
人
に
よ
る
企
業
の
保
護
と
い
う

点
も
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
監
督
法
規
と
併
せ
て
早
急
な
立
法
が
望
ま
れ
る
。
事
業
監
督
法
規
の
大
部
分
は
公
共
的
必
要
か
ら
す
る

営
業
の
自
由
に
対
す
る
制
限
規
定
で
あ
る
が
、
法
が
事
業
免
許
制
を
採
っ
た
場
合
、
免
許
を
得
た
事
業
者
に
と
っ
て
は
一
種
の
営
業

権
を
得
た
の
と
同
一
の
効
果
を
も
つ
こ
と
、
特
に
そ
の
事
業
が
独
占
的
性
格
の
も
の
で
あ
れ
ば
一
層
そ
の
よ
う
な
効
果
を
も
ち
、
事

業
の
永
続
性
、
安
定
性
を
保
障
す
る
結
果
と
な
る
点
か
ら
も
、
琉
球
人
に
よ
る
航
空
事
業
に
つ
い
て
の
立
法
の
必
要
性
が
痛
感
さ
れ

琉
球
内
航
空
事
業
を
規
制
す
る
法
令
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
連
邦
航
空
法
と
の
関
連
を
生
ず
る
と
こ
ろ
か
ら
、
民
政
府
の
否
定
的

見
解
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
口
に
於
て
述
べ
た
が
、
連
邦
航
空
法
の
適
用
さ
れ
る
範
囲
が
安
全
規
定
に
限
ら
れ
、
経
済
規

る
。
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定
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
、
安
全
規
定
に
つ
い
て
は
連
邦
航
空
法
の
適
用
を
認
め
、
そ
の
規
制
に
つ
い
て
も
Ｆ

Ａ
Ａ
に
委
託
す
る
形
態
を
と
り
、
事
業
監
督
法
規
に
つ
い
て
の
み
、
琉
球
住
民
の
経
済
的
社
会
的
利
益
の
立
場
か
ら
必
要
な
立
法
を

な
す
こ
と
は
充
分
に
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
（
例
え
ば
占
領
下
に
あ
っ
た
当
時
の
日
本
に
於
け
る
国
内
航
空
運
送
事
業
合
・
昭
和
一
一

五
隼
政
令
一
一
三
七
号
）
、
そ
の
こ
と
は
、
安
全
規
定
に
つ
い
て
連
邦
航
空
法
の
適
用
範
囲
を
明
確
に
し
、
琉
球
人
に
よ
る
琉
球
内
航

空
事
業
の
開
始
に
つ
き
明
確
な
手
続
を
与
え
、
そ
の
企
業
を
安
定
さ
せ
る
と
同
時
に
、
住
民
の
経
済
的
社
会
的
利
益
を
保
証
す
る
と

い
う
効
果
を
も
つ
点
で
必
要
な
こ
と
だ
と
考
え
る
。

’
一
九
六
六
年
一
月
一
七
日
稿
Ｉ
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